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第
三
章
か
ら
第
六
章
に
か
け
て
は
、
施
政
権
返
還
交
渉
の
過
樫
を
跡
付
け
、
最
終
的
な
佐
藤
一
一
ク
ソ
ン
共
同
声
明
と
佐
藤
首
相
の
プ
レ

ス
ク
ラ
ブ
・
ス
ピ
ー
チ
に
結
実
し
た
合
意
の
形
成
過
程
を
検
討
す
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
交
渉
の
出
発
点
に
お
け
る
日
米
の
政
策
的
距
離

を
考
察
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
が
、
と
り
わ
け
こ
れ
ら
の
文
書
に
明
記
さ
れ
た
「
韓
国
」
、
「
台
湾
」
、
「
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム
」
に
関
す
る
日
米

双
方
の
見
解
に
留
意
し
た
い
。
施
政
権
返
還
の
眼
目
の
一
つ
は
、
共
同
声
明
と
プ
レ
ス
ク
ラ
ブ
・
ス
ピ
ー
チ
が
こ
れ
ら
三
地
域
に
一
一
一
一
口
及
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
安
全
が
日
本
の
安
全
と
密
接
に
関
連
す
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
交
渉
は
難

航
し
、
そ
の
決
着
は
交
渉
終
盤
ま
で
持
ち
越
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
佐
藤
首
相
が
こ
れ
ら
三
地
域
へ
の
一
一
一
一
口
及
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
比
重
を
置
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
佐
藤
首
相
は
、
声
明
と
ス
ピ
ー
チ
が
「
韓
国
」
に
言
及
し
、
韓
国
の
安
全
が
日
本
の
安
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全
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
明
記
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
異
存
が
な
か
っ
た
。
何
故
な
ら
在
韓
国
連
軍
（
実
質
的
に
は
米

軍
）
二
個
師
団
が
攻
撃
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
に
対
応
す
る
米
軍
の
作
戦
行
動
を
日
本
が
支
援
す
る
こ
と
に
つ
い
て
佐
藤
は
当
然
の
こ
と
と

（
１
）
 

考
え
て
い
た
か
、
ｂ
で
あ
る
。
佐
藤
は
、
国
連
憲
章
の
も
と
で
展
開
さ
れ
る
作
戦
行
動
を
日
本
が
支
援
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
逵
巡
し
な
か

っ
た
。
従
っ
て
、
声
明
と
ス
ピ
ー
チ
が
韓
国
に
対
す
る
日
本
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
問
題
な
く
受
け
入
れ
て
い
た
。
し
か
し
佐

（
２
）
 

藤
は
、
台
湾
、
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム
に
対
す
る
同
様
の
言
及
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
で
一
一
一
一
向
及
に
難
色
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

佐
藤
首
相
の
意
を
受
け
て
愛
知
外
相
、
東
郷
文
彦
ア
メ
リ
カ
局
長
以
下
の
外
務
省
事
務
レ
ベ
ル
は
、
困
難
な
対
米
交
渉
に
取
り
組
む
こ

と
と
な
っ
た
。
従
来
、
佐
藤
首
相
と
外
務
省
と
の
沖
縄
櫛
想
に
つ
い
て
、
そ
の
政
策
的
温
度
差
が
瞼
調
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

（
３
）
 

て
い
る
。
佐
藤
首
川
の
外
務
省
に
対
す
る
不
偏
も
脂
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
本
橘
で
は
、
む
し
ろ
首
棚
官
邸
と
外
務
省
事
務
レ
ベ
ル
の

協
調
関
係
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
同
時
に
、
そ
の
上
で
外
務
省
事
務
レ
ベ
ル
の
沖
繩
撒
想
と
は
異
な
る
、
Ｈ
律
的
な
佐

藤
首
机
の
沖
縄
櫛
想
と
政
治
的
意
思
を
確
認
し
た
い
。
六
Ⅱ
の
正
式
交
渉
開
始
以
降
、
佐
膿
首
机
の
沖
柵
返
還
を
め
ぐ
る
立
場
が
次
第
に

明
ら
か
に
な
る
が
、
佐
藤
の
立
珊
は
交
渉
冊
始
前
の
外
術
省
と
国
務
省
レ
ベ
ル
の
折
衝
で
示
さ
れ
た
立
場
と
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
か

（
４
）
 

っ
た
。
外
務
宵
は
こ
れ
に
つ
い
て
米
側
の
説
得
に
努
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

交
渉
過
程
を
考
え
る
際
、
本
稿
で
は
日
米
二
国
間
交
渉
だ
け
に
焦
点
を
当
て
る
の
で
は
な
く
、
次
の
二
つ
の
側
面
に
も
注
目
し
て
み
た

い
。
ま
ず
、
ア
ジ
ア
近
隣
諸
国
の
間
で
沖
縄
の
施
政
権
返
還
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、

共
同
声
明
で
言
及
さ
れ
た
台
湾
と
韓
国
な
ど
北
東
ア
ジ
ア
の
近
隣
諸
国
か
ら
見
た
沖
縄
返
還
に
対
す
る
動
き
を
追
い
な
が
ら
、
返
還
交
渉

と
の
関
わ
り
を
考
え
て
み
た
い
。
何
故
な
ら
、
台
湾
と
韓
国
は
、
返
還
後
の
基
地
機
能
に
つ
い
て
日
本
政
府
、
国
内
世
論
と
は
全
く
異
な

（
５
）
 

る
立
場
か
ら
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
従
来
、
共
同
声
明
が
こ
れ
ら
地
域
に
一
一
一
一
口
及
し
た
こ
と
は
、
日
本
が
地
域
的
安
全
保

沖
縄
返
遺
と
地
域
的
役
割
分
担
論
（
二
）
（
河
野
）

九
五
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本
稿
が
注
Ⅱ
す
る
も
う
一
つ
の
側
伽
は
、
日
本
国
内
の
沖
繩
論
議
の
行
方
で
あ
る
。
と
り
わ
け
一
九
六
九
年
に
入
っ
て
国
会
で
展
開
さ

れ
た
、
返
還
後
の
沖
縄
離
地
の
条
件
を
め
ぐ
る
多
様
な
議
論
に
つ
い
て
吟
味
し
て
み
た
い
。
｜
迎
の
議
論
の
な
か
で
は
、
沖
縄
の
埜
地
の

態
様
を
め
ぐ
る
各
政
党
の
立
場
が
、
日
米
関
係
と
の
側
述
で
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
り
わ
け
「
水
化
並
み
」
と
い
う
枠
組
み
で
示

さ
れ
た
返
遮
後
の
沖
柵
腿
地
の
態
悌
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
各
政
党
の
安
全
保
障
政
簸
に
閲
す
る
立
場
と
慌
接
に
側
述
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、

安
全
保
障
条
約
に
お
け
る
事
前
協
議
制
度
を
め
ぐ
る
論
議
が
、
条
約
そ
の
も
の
に
対
す
る
評
価
に
関
連
し
て
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

（
６
）
 

の
国
会
垂
輌
議
の
詳
細
は
ア
メ
リ
カ
大
使
館
か
ら
国
務
省
宛
公
電
で
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
国
務
省
は
、
返
還
交
渉
に
対
す
る
国
内
の
反
応
に

敏
感
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
返
還
交
渉
に
当
た
っ
て
一
九
六
○
年
の
条
約
改
定
を
め
ぐ
る
事
態
を
国
務
省
が
想
起
し
て
い
た
こ
と
を
裏
付

け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
国
務
省
は
沖
縄
返
還
を
契
機
と
し
て
六
○
年
の
事
態
の
再
現
を
回
避
す
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
た
。
そ
れ
だ

け
で
な
く
と
り
わ
け
東
京
の
ア
メ
リ
カ
大
使
館
は
安
保
条
約
に
対
す
る
日
本
の
支
持
を
、
よ
り
確
実
な
も
の
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
ア
メ
リ
カ
側
は
国
会
論
議
で
展
開
さ
れ
た
佐
藤
首
相
の
答
弁
に
も
注
目
し
て
い
た
。
つ
ま
り
外
務
省
事
務
し
べ

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
三
号

九
六

障
に
関
す
る
役
割
分
担
を
担
う
も
の
で
あ
る
、
と
し
、
こ
れ
が
あ
た
か
も
米
軍
の
一
肩
代
わ
り
と
な
る
か
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
た
結
果
、

国
内
で
強
い
批
判
の
対
象
に
な
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
た
い
こ
と
は
、
こ
れ
ら
三
地
域
に
関
す
る
共
同
声

明
の
言
及
は
、
日
本
が
こ
れ
ら
地
域
に
対
し
て
直
接
的
に
安
全
保
障
上
の
責
任
を
分
担
す
る
の
で
は
な
く
、
米
軍
が
こ
れ
ら
地
域
に
対
し

て
関
与
す
る
際
に
、
日
本
が
こ
れ
に
協
力
す
る
こ
と
を
公
式
に
表
明
し
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
従
来
、
日
本
が
本
土
地

域
の
防
衛
を
超
え
た
地
域
に
つ
い
て
安
全
保
障
上
の
関
心
を
表
明
す
る
こ
と
を
慎
重
に
控
え
て
い
た
こ
と
か
ら
み
て
、
共
同
声
明
と
首
相

の
ス
ピ
ー
チ
が
新
た
な
一
歩
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
背
景
の
一
つ
に
は
、
日
本
政
府
、
及
び
世
論
と
は
異
な
る
近
隣
諸
国

の
脅
威
認
識
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
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法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
三
号

九
八

（
９
）
 

な
選
択
肢
の
一
つ
と
考
え
て
い
た
。
こ
れ
も
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権
期
の
沖
縄
を
め
ぐ
る
政
策
過
程
に
端
を
発
し
て
い
る
。
’
九
六
六

年
頃
か
ら
始
ま
っ
た
沖
縄
基
地
機
能
に
関
す
る
国
務
国
防
両
省
の
研
究
は
、
何
ら
か
の
特
別
基
地
協
定
を
想
定
し
て
軍
部
の
説
得

（
皿
）

を
図
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
が
発
足
し
、
正
式
交
渉
が
始
ま
る
直
前
か
ら
、
日
本
政
府
は
次
第
に

特
別
の
取
決
め
に
消
極
的
な
立
場
を
ア
メ
リ
カ
に
伝
え
始
め
る
。
特
別
の
取
決
め
構
想
に
代
わ
っ
て
、
六
月
の
愛
知
外
相
訪
米
以

降
、
日
本
政
府
は
共
同
声
明
と
首
相
の
ス
ピ
ー
チ
と
い
う
二
つ
の
公
式
文
書
を
提
案
、
こ
れ
ら
に
地
域
的
安
全
保
障
に
関
す
る
日

（
Ⅲ
）
 

本
の
立
場
を
盛
り
込
む
方
法
を
模
索
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
過
程
は
多
く
の
困
難
を
伴
っ
た
。
最
終
的
に
一
一
月
の
首
脳
会
談

で
公
表
さ
れ
た
共
同
声
明
が
先
に
触
れ
た
「
韓
国
」
、
「
台
湾
」
、
「
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム
」
に
言
及
し
つ
つ
佐
藤
首
相
の
プ
レ
ス
ク
ラ

プ
・
ス
ピ
ー
チ
が
、
事
前
協
議
制
度
の
運
用
に
関
す
る
文
言
を
明
記
し
、
特
別
の
取
決
め
は
回
避
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。

３
、
ア
メ
リ
カ
側
が
強
い
関
心
を
示
し
た
の
は
「
韓
国
、
台
湾
、
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム
」
の
安
全
保
障
に
対
す
る
日
本
の
関
心
を
公
式
に
表

明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
政
府
は
こ
れ
ら
の
地
域
の
安
全
保
障
が
日
本
の
安
全
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
を

日
本
が
公
式
に
認
め
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
具
体
的
に
は
、
交
渉
の
初
期
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
け
る
米
軍
の
作
戦

行
動
に
つ
い
て
は
、
日
本
が
事
前
協
議
な
し
に
認
め
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
外
務
省
は
、
こ
の
方
式
を
一
‐
予
想
し
う
る
事

態
に
関
す
る
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
」
と
し
て
検
討
し
、
国
務
省
は
こ
れ
に
期
待
し
た
。
国
務
省
は
事
前
協
議
の
適
用
を
除
外
さ
れ
る
事

（
脳
）

態
を
予
想
し
て
列
挙
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
予
め
日
本
の
〈
ロ
意
を
得
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

４
、
こ
れ
に
つ
い
て
佐
藤
首
相
は
、
韓
国
の
安
全
保
障
は
さ
て
お
き
、
台
湾
の
安
全
保
障
が
日
本
の
安
全
に
連
動
す
る
、
と
の
認
識
を

示
す
こ
と
に
は
消
極
的
だ
っ
た
。
佐
藤
は
ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム
に
つ
い
て
は
、
更
に
強
い
難
色
を
示
し
た
よ
う
で
あ
る
ｐ
加
え
て
、
佐

藤
首
相
は
、
外
務
省
が
想
定
し
た
「
予
想
し
う
る
事
態
に
関
す
る
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
」
に
も
否
定
的
で
あ
っ
た
。
佐
藤
首
相
は
、
子
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本
稿
で
は
、
以
上
の
五
点
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
交
渉
の
展
開
を
跡
付
け
て
み
た
い
。
な
お
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
、
交
渉
は
多

岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
返
還
後
の
核
兵
器
の
侍
込
に
関
す
る
議
論
に
加
え
て
交
渉
後
半
か
ら
は
、
基
地
を
め
ぐ
る
財
政
問
題
も
浮
上
し
た
。

さ
ら
に
、
日
米
繊
維
交
渉
と
沖
縄
交
渉
と
の
関
連
も
無
視
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
予
め
述
べ
て
お
く
と
、
本
稿
で
は
、
事
前

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
三
）
（
河
野
）

九
九

め
事
前
協
議
に
対
す
る
肯
定
的
態
度
を
申
し
出
る
の
で
は
な
く
、
主
権
国
家
と
し
て
の
日
本
が
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で
事
前

（
卿
）

協
議
に
対
応
す
る
、
つ
ま
り
、
イ
エ
ス
も
ノ
ー
も
あ
り
得
る
と
い
う
方
式
で
ア
メ
リ
カ
を
説
得
し
よ
う
と
し
た
。

５
、
最
後
に
、
交
渉
全
体
を
通
じ
て
争
点
の
一
つ
と
な
っ
た
の
は
、
事
前
協
議
制
の
例
外
事
項
で
あ
っ
た
。
’
九
六
○
年
の
安
保
条
約

改
定
に
際
し
て
、
新
条
約
第
六
条
に
関
す
る
事
前
協
議
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
は
複
数
の
例
外
事
項
が
存
在
し
て

い
た
。
そ
れ
ら
の
例
外
事
項
の
う
ち
、
と
り
わ
け
、
韓
国
に
展
開
す
る
国
連
軍
が
攻
撃
を
受
け
た
際
に
、
在
日
米
軍
基
地
使
用
を

事
前
協
議
な
し
に
認
め
る
、
と
い
う
日
米
間
の
非
公
開
合
意
（
い
わ
ゆ
る
一
九
六
○
年
の
朝
鮮
議
事
録
）
の
扱
い
が
問
題
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
側
は
交
渉
開
始
以
来
こ
の
秘
密
合
意
を
沖
縄
返
還
後
も
維
持
す
る
立
場
を
日
本
に
伝
え
て
お
り
、
譲
ら

（
Ｍ
）
 

な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
側
は
、
と
り
わ
け
佐
藤
首
相
が
こ
の
非
公
開
合
意
に
つ
い
て
、
内
容
は
と
も
か
く
、
形
式
と
し

（
巧
）

て
の
非
公
開
性
に
強
い
不
快
感
を
表
明
し
て
い
た
。
こ
れ
を
受
け
て
外
務
省
は
国
務
省
に
対
し
、
〈
ロ
意
の
非
公
開
性
を
再
検
討
す

（
肥
）

る
提
案
を
行
っ
た
。
プ
レ
ス
ク
ー
フ
ブ
・
ス
ピ
ー
チ
が
事
前
協
議
に
関
す
る
日
本
政
府
の
立
場
を
明
記
し
た
の
は
、
日
本
側
提
案
に

よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
日
本
側
の
意
図
は
、
こ
う
し
た
明
文
規
定
に
よ
っ
て
非
公
開
合
意
に
代
替
し
、
そ
の
合
意
の
非
公
開
性

の
解
消
を
目
指
す
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
日
本
側
は
二
月
の
首
脳
会
談
直
前
ま
で
、
朝
鮮
議
事
録
の
非
公
開
合
意
と
し
て
の
位
置

（
Ⅳ
）
 

、
つ
け
を
解
消
す
べ
く
努
め
た
が
、
ア
メ
リ
カ
側
の
拒
否
に
あ
っ
て
い
る
。
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沖
縄
の
施
政
権
問
題
が
日
米
関
係
の
な
か
で
具
体
化
す
る
の
は
、
佐
藤
首
相
の
就
任
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
政
府
内
は
一

九
六
五
年
夏
の
佐
藤
首
相
沖
縄
訪
問
を
契
機
と
し
て
極
秘
に
沖
縄
基
地
機
能
に
関
す
る
研
究
を
進
め
、
同
時
に
本
土
復
帰
へ
の
圧
力
に
抗

〈
昭
）

す
る
手
段
と
し
て
沖
縄
統
治
に
関
す
る
改
善
策
を
講
じ
始
め
た
。
こ
う
し
た
一
連
の
動
き
は
、
沖
縄
の
地
位
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
変
更

を
窺
わ
せ
る
も
の
と
な
り
、
こ
れ
に
近
隣
諸
国
の
注
目
が
集
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
最
も
早
い
時
期
に
、
こ
の
変
化
に
関
心
を

示
し
た
の
は
台
湾
政
府
で
あ
っ
た
。
台
湾
政
府
の
沖
縄
返
還
に
対
す
る
関
心
は
六
七
年
頃
か
ら
強
ま
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
政
府
は
一
九

六
五
年
夏
の
佐
藤
首
相
に
よ
る
沖
縄
訪
問
以
降
、
沖
縄
現
地
の
復
帰
に
向
け
た
圧
力
に
注
目
し
、
従
来
の
沖
縄
統
治
の
改
善
に
よ
っ
て
事

態
の
鎮
静
化
を
図
る
立
場
を
強
め
た
。
例
え
ば
、
琉
球
船
舶
が
日
本
国
旗
を
掲
揚
す
る
こ
と
、
住
民
の
パ
ス
ポ
ー
ト
を
那
覇
で
発
行
す
る

こ
と
な
ど
を
容
認
す
る
政
策
を
打
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
パ
ス
ポ
ー
ト
発
行
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
よ
り
住
民
の
要
望
が
高
ま

（
Ⅳ
）
 

っ
て
お
り
、
こ
れ
に
応
じ
て
那
覇
の
南
方
連
絡
事
務
所
が
六
七
年
四
月
一
日
か
ら
パ
ス
ポ
ー
ト
を
発
行
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら

の
沖
縄
統
治
政
策
に
お
け
る
一
連
の
変
化
が
台
湾
政
府
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
。
加
え
て
一
九
六
七
年
一
月
に
は
佐
藤
首
相
が
衆
院
選

の
遊
説
先
の
滋
賀
県
大
津
市
で
、
施
政
権
の
部
分
返
還
で
は
な
く
全
面
返
還
を
求
め
る
意
向
を
示
し
た
こ
と
も
、
沖
縄
の
地
位
に
関
す
る

（
汕
）

何
ら
か
の
変
更
の
予
兆
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

六
七
年
三
月
以
降
、
台
湾
政
府
は
国
務
省
に
向
け
て
働
き
か
け
を
始
め
た
。
三
月
一
一
四
日
付
け
で
台
湾
駐
在
ア
メ
リ
カ
大
使
館
か
ら
ワ

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
三
号

一
○
○

協
議
制
度
の
運
用
問
題
に
焦
点
を
絞
り
、
こ
れ
を
め
ぐ
る
交
渉
経
過
を
跡
付
け
る
こ
と
に
集
中
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
核
に
つ
い
て

は
、
事
前
協
議
と
の
関
連
で
限
定
的
に
触
れ
る
の
み
と
し
、
財
政
問
題
、
繊
維
交
渉
問
題
に
は
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。

第
一
節
台
湾
政
府
と
沖
縄
の
地
位
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シ
ン
ト
ン
に
送
ら
れ
た
公
電
は
、
も
し
も
ア
メ
リ
カ
政
府
が
琉
球
を
返
還
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
日
本
に
向
け
て
で
は
な
く
、
台
湾

（
則
）

に
対
す
る
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
の
台
湾
政
府
外
務
部
の
主
張
を
伝
え
て
い
た
。
さ
ら
に
〈
ロ
湾
政
府
は
、
琉
球
船
舶
が
日
本
国
雄

を
脳
陽
す
る
こ
と
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
沖
縄
に
関
す
る
台
湾
政
府
の
緬
土
的
関
心
は
、
こ
の
時
期
に

始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
対
日
平
和
条
約
以
来
、
折
に
触
れ
て
継
続
的
に
表
明
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。

続
い
て
台
湾
外
務
部
は
、
緬
土
的
関
心
に
加
え
て
安
全
保
障
上
の
関
心
を
も
強
め
た
上
で
、
さ
ら
に
抗
議
を
続
け
、
六
七
年
五
月
一
五

日
の
米
台
非
公
式
会
談
で
は
、
台
湾
政
府
外
務
部
か
ら
国
務
省
に
向
け
て
沖
縄
の
米
軍
基
地
撤
退
が
台
湾
に
と
っ
て
深
刻
な
戦
略
的
軍
事

（
塑
）

的
問
題
を
引
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
、
と
の
意
思
表
示
を
行
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
国
務
省
の
対
応
は
、
既
に
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統
領
と
ヶ
、
不

デ
イ
大
統
領
が
日
本
の
琉
球
に
対
す
る
潜
在
主
権
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
を
台
湾
政
府
に
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
国
務
省
は
、

こ
れ
ら
の
ア
メ
リ
カ
政
府
に
よ
る
潜
在
主
権
確
認
に
対
し
て
当
時
、
台
湾
政
府
が
何
ら
か
の
意
思
表
示
を
し
た
か
ど
う
か
を
質
し
た
。
国

務
省
は
、
従
来
か
ら
の
台
湾
政
府
の
沖
縄
に
対
す
る
領
土
的
関
心
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
現
実
的
な
領
土
返
還
要
求
を
意
味
す
る
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
台
湾
政
府
が
戦
時
下
の
五
大
国
の
一
員
と
し
て
の
地
位
を
確
認
す
る
立
場
を
表
明
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
理
解
し
て
お
り
、

従
っ
て
こ
の
段
階
で
は
正
面
か
ら
こ
の
関
心
に
対
応
す
る
構
え
を
見
せ
な
か
っ
た
。

続
い
て
六
月
二
八
ｕ
に
は
、
台
湾
外
務
部
が
オ
ー
ラ
ル
・
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
台
湾
駐
在
ア
メ
リ
カ
大
使
向
け
に
手
交
し
た
。
ス
テ
ー

ト
メ
ン
ト
は
「
琉
球
の
将
来
に
関
す
る
中
華
民
国
の
関
心
」
と
題
さ
れ
、
こ
こ
で
は
東
ア
ジ
ア
と
太
平
洋
の
安
全
保
障
の
見
地
が
強
調
さ

れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
見
地
か
ら
、
台
湾
政
府
は
沖
柵
の
地
位
の
変
更
に
つ
い
て
事
前
に
台
湾
政
府
に
向
け
て
迎
絡
を
す
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
趣
旨
を
伝
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
台
湾
政
府
の
基
本
的
立
場
は
、
琉
球
諸
島
の
地
位
が
カ
イ
ロ
宣
言
と
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
で
決
ま
っ

て
お
り
、
平
和
条
約
第
三
条
は
こ
れ
ら
の
二
つ
の
宣
言
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
中
華
民
国
は
琉
球
の
地
位
変
更
に
つ
い
て
連
絡
を
受

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
三
）
（
河
野
）

一
○
一
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「
琉
球
の
地
位
を
最
終
的
に
決
定
す
る
こ
と
は
、
戦
時
期
の
連
合
国
の
宣
言
と
全
く
矛
盾
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
に

（
塑
）

つ
い
て
中
華
民
国
と
協
議
す
る
と
い
う
要
求
は
受
け
『
入
れ
ら
れ
な
い
。
」

し
か
し
、
沖
縄
返
還
へ
の
関
心
は
政
府
レ
ベ
ル
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
。
台
湾
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
琉
球
に
展
開
す
る
米
軍
の
プ
レ

（
羽
）

ゼ
ン
ス
に
触
れ
て
、
琉
球
の
現
状
が
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
は
誰
も
疑
問
を
持
た
な
い
と
の
論
陣
を
張
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
六

七
年
二
月
の
佐
藤
ジ
ョ
ン
ソ
ン
会
談
が
近
付
く
と
、
台
湾
政
府
の
懸
念
は
増
大
す
る
。
何
故
な
ら
ワ
シ
ン
ト
ン
で
沖
繩
に
関
す
る
報
道

量
が
増
え
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
近
い
将
来
の
施
政
権
返
還
を
論
じ
る
も
の
が
現
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
七
月
二
三
日
付
け
ゴ
閉
曰
ロ
、
，

８
．
勺
・
異
の
記
事
は
、
佐
藤
が
琉
球
か
ら
の
米
軍
の
段
階
的
撤
退
を
提
案
す
る
と
予
測
し
て
い
た
。
提
案
に
は
基
地
に
関
す
る
新
た
な

取
り
決
め
が
含
ま
れ
る
と
し
て
い
た
。
又
、
大
規
模
な
基
地
を
抱
え
る
琉
球
と
は
別
に
小
笠
原
諸
島
に
注
目
、
日
本
を
ア
ジ
ア
の
友
好
国

〈
配
）

と
す
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
基
地
の
撤
退
と
返
還
を
提
案
す
る
よ
う
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
続
い
て
ロ
の
ｚ
の
ゴ
の
ロ
ロ
９

コ
・
『
丘
幻
ｇ
ｏ
Ｈ
汁
は
、
ア
メ
リ
カ
が
沖
縄
か
ら
撤
退
す
る
案
を
検
討
中
と
報
道
、
こ
れ
に
つ
い
て
米
軍
部
は
否
定
的
コ
メ
ン
ト
を
出
し
て

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
三
号

一
○
二

け
る
権
利
を
持
つ
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
で
台
湾
政
府
は
、
琉
球
住
民
の
日
本
国
パ
ス
ポ
ー
ト
が
那
湖
の
南

方
連
趨
串
務
所
で
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
住
民
が
「
日
本
人
」
で
あ
る
、
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
、
琉
球
船
舶
に
日
本
国
旅
の
蚫
澗
錫
が

認
め
ら
れ
た
こ
と
、
を
循
摘
し
、
こ
れ
ら
は
単
に
行
政
上
の
変
更
に
過
ぎ
な
い
が
（
つ
ま
り
、
琉
球
の
地
位
の
変
更
に
は
関
係
な
い
が
ｌ

〈
鋤
）

筆
者
注
）
、
事
前
に
ム
ロ
湾
政
府
に
連
絡
が
あ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

国
務
省
は
こ
の
オ
ー
ラ
ル
・
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
に
対
す
る
回
答
の
な
か
で
、
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
の
特
別
声
明
（
一
九
六
二
年
三
月
一
九

日
）
が
「
安
全
保
障
上
、
可
能
な
時
期
に
な
れ
ば
日
本
の
主
権
が
回
復
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
」
と
述
べ
た
こ
と
に
触
れ
つ
つ
次
の

日
）
が
「
安
全
保
障
‐

よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
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（
〃
）

い
た
。
さ
ら
に
八
月
一
七
日
付
け
ｚ
の
ョ
ご
ｏ
『
六
日
一
コ
）
の
⑪
は
、
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
統
治
を
継
続
す
る
こ
と
が
日
米
関
係
を
損
な
う
と
の
佐

（
羽
）

藤
首
相
の
発
言
を
報
道
し
、
佐
藤
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
の
会
談
で
沖
細
返
還
を
議
題
に
す
る
用
意
が
あ
る
と
伝
え
て
い
た
。
総
じ
て
ア
メ
リ

カ
の
メ
デ
ィ
ア
は
、
沖
繩
の
地
位
と
基
地
機
能
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
変
更
を
予
測
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
の
メ
デ
ィ
ア
報
道
が
台
湾
政
府
と
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
っ
た
こ
と
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
。

九
月
に
入
っ
て
、
国
務
省
は
、
台
湾
政
府
が
沖
縄
の
日
本
へ
の
返
還
に
は
反
対
の
立
場
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
、
こ
れ
に
対
応
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
台
湾
政
府
の
主
な
反
対
理
由
は
、
領
土
的
地
位
の
問
題
は
さ
て
お
き
、
沖
縄
か
ら
の
米
軍
蕊
地
撤
退
が
台
湾
の
安

全
保
障
に
と
っ
て
深
刻
な
戦
略
的
問
題
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
台
湾
政
府
外
務
部
長
官
は
、
ア
メ
リ
カ
が
日
本
の
圧

（
四
）

力
に
屈
す
る
の
は
時
期
尚
早
で
あ
る
、
と
発
一
一
一
一
画
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
佐
藤
首
相
訪
米
の
直
前
の
一
一
月
八
日
、
駐
米
中
華
民
国
大
使
は

Ｗ
・
バ
ン
デ
ィ
東
ア
ジ
ア
太
平
洋
問
題
担
当
国
務
次
官
補
を
訪
問
し
、
蒋
介
石
総
統
の
沖
縄
返
還
に
対
す
る
懸
念
を
強
調
し
た
。
こ
の
と

き
、
大
使
は
、
同
年
九
月
に
佐
藤
首
相
が
台
湾
を
訪
問
し
た
際
に
蒋
介
石
総
統
と
会
談
（
九
月
八
日
）
、
蒋
介
石
か
ら
佐
藤
に
向
け
て
沖

縄
の
安
全
保
障
上
の
重
要
性
を
強
調
し
た
こ
と
に
触
れ
た
。
こ
の
時
、
蒋
介
石
総
統
は
佐
藤
に
対
し
日
本
は
返
還
問
題
の
扱
い
に
は
慎
重

で
あ
る
べ
き
と
の
助
言
を
行
っ
て
お
り
、
中
華
民
国
大
使
は
こ
れ
を
バ
ン
デ
ィ
次
官
補
に
伝
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
バ
ン

デ
ィ
次
官
補
は
佐
藤
ジ
ョ
ン
ソ
ン
会
談
の
結
果
、
沖
縄
に
関
し
て
何
ら
か
の
方
式
（
⑪
ｏ
Ｂ
ｏ
ｐ
２
ミ
の
『
ｇ
」
〔
。
【
日
巳
口
）
が
出
る
で
あ
ろ

う
が
、
そ
れ
は
沖
繩
の
地
位
の
変
更
を
含
む
も
の
で
は
な
い
、
と
説
明
し
て
い
た
。
同
時
に
日
本
政
府
が
沖
縄
住
民
の
復
帰
感
怖
に
つ
い

（
抑
）

て
リ
ア
リ
ズ
ム
と
責
伍
感
を
持
っ
て
対
応
し
て
い
る
と
述
べ
て
台
湾
の
理
解
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
緯
を
受
け
て
国
務
省
は

改
め
て
台
湾
政
府
の
安
全
保
障
上
の
懸
念
に
つ
い
て
高
い
政
治
的
レ
ベ
ル
で
対
応
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、

台
湾
政
府
の
一
連
の
関
心
は
、
佐
藤
首
相
訪
米
の
際
に
佐
藤
首
相
と
マ
ク
ナ
マ
ラ
国
防
長
官
の
会
談
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
（
二
）
（
河
野
）

一
○
三
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「
（
九
月
の
台
湾
訪
問
の
際
に
）
蒋
介
石
総
統
は
、
沖
縄
の
米
軍
に
よ
っ
て
台
湾
の
安
全
が
あ
り
、
返
還
後
に
米
軍
が
引
き
揚
げ
る
の

で
は
な
い
か
、
と
懸
念
し
て
い
る
、
と
私
（
佐
藤
）
に
述
べ
た
。
私
は
、
米
軍
の
引
き
上
げ
は
私
の
目
的
で
は
な
く
、
日
本
が
こ
の
地

（
別
）

域
の
安
全
を
損
な
う
意
図
は
全
く
な
い
、
と
答
え
た
。
」

以
上
、
要
す
る
に
台
湾
政
府
の
沖
縄
返
還
に
対
す
る
実
質
的
な
関
心
は
返
還
後
の
米
軍
基
地
機
能
の
低
下
が
北
東
ア
ジ
ア
地
域
の
安
全

保
障
を
損
な
う
こ
と
へ
の
懸
念
で
あ
っ
た
こ
と
が
解
る
。
日
米
両
国
政
府
は
、
そ
う
し
た
台
湾
政
府
の
懸
念
を
解
消
す
べ
く
、
返
還
後
の

基
地
機
能
の
低
下
を
防
ぐ
こ
と
で
対
応
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
施
政
権
返
還
へ
向
け
た
日
米
間
の
取
り
組
み
は
、

北
東
ア
ジ
ア
の
地
域
的
安
全
を
損
な
わ
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

返
還
交
渉
が
現
実
味
を
帯
び
る
一
九
六
九
年
に
は
、
韓
国
政
府
も
沖
縄
に
対
す
る
関
心
を
強
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
韓
国
政
府
の
主
な

関
心
は
安
全
保
障
上
の
懸
念
に
裏
付
け
ら
れ
て
お
り
、
国
務
省
に
よ
る
と
、
台
湾
政
府
よ
り
も
は
る
か
に
切
実
で
詳
細
な
も
の
が
あ
っ
た
。

具
体
的
に
は
韓
国
政
府
は
返
還
後
の
沖
縄
基
地
が
核
抜
き
に
な
る
こ
と
を
強
く
懸
念
し
、
ア
メ
リ
カ
政
府
が
日
本
に
向
け
て
譲
歩
す
る
こ

（
鉈
）

１
と
を
警
戒
し
た
の
で
あ
る
。

の
よ
う
に
触
れ
て
い
た
。

韓
国
が
沖
縄
返
還
と
基
地
機
能
の
変
化
に
つ
い
て
強
い
関
心
を
寄
せ
る
契
機
は
、
一
九
六
八
年
一
月
に
起
き
た
プ
ェ
ブ
ロ
号
事
件
で
あ

っ
た
、
と
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
月
二
三
日
、
米
情
報
収
集
艦
プ
ェ
ブ
ロ
号
が
北
朝
鮮
に
掌
捕
さ
れ
、
｜
名
の
乗
務
員
が
殺
害
さ

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
三
号

一
○
四

月
に
訪
米
し
た
佐
藤
首
相
は
、
｜
四
日
の
マ
ク
ナ
マ
ラ
国
防
長
官
と
の
会
談
の
中
で
蒋
介
石
総
統
に
よ
る
沖
縄
に
対
す
る
関
心
に
次

第
二
節
韓
国
政
府
と
「
韓
国
条
項
」
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れ
た
事
件
で
あ
っ
た
。
プ
エ
ブ
ロ
号
事
件
は
北
朝
鮮
に
よ
る
軍
事
的
挑
発
の
一
環
と
し
て
韓
国
の
安
全
保
障
上
の
懸
念
を
高
め
る
契
機
と

な
っ
た
。
朴
大
統
領
は
六
九
年
の
年
頭
会
見
で
、
日
本
は
韓
国
の
安
全
が
日
本
の
安
全
に
直
結
し
て
い
る
こ
と
を
深
く
認
識
す
べ
き
で
あ

る
、
と
の
趣
旨
を
指
摘
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
朴
大
統
領
は
、
沖
縄
基
地
に
関
す
る
限
り
、
ア
メ
リ
カ
と
相
互
防
衛
条
約
を
結
ぶ
韓
国
、

台
湾
、
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム
の
安
全
保
障
と
沖
縄
の
関
連
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

こ
う
し
た
関
心
の
高
ま
り
を
背
景
と
し
て
三
月
七
日
付
け
で
韓
国
駐
在
ア
メ
リ
カ
大
使
の
ポ
ー
タ
ー
か
ら
国
務
省
に
送
ら
れ
た
公
電
に

よ
れ
ば
、
韓
国
国
内
の
メ
デ
ィ
ア
、
政
府
高
官
、
議
員
な
ど
が
沖
縄
返
還
に
強
い
懸
念
を
示
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ポ
ー
タ
ー
大
使
は
、

す
べ
て
の
韓
国
国
民
は
沖
縄
を
ア
メ
リ
カ
統
治
下
に
残
す
こ
と
を
選
択
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
、
韓
国
外
務
部
が
沖
縄
返
還
は
「
考
え

ら
れ
な
い
（
目
岳
ご
薗
亘
の
）
」
と
す
る
新
聞
社
説
に
非
公
式
に
同
意
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
が
沖
縄
か
ら
引
き
揚
げ
れ

ば
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
か
ら
の
撤
退
の
始
ま
り
で
あ
る
と
の
シ
グ
ナ
ル
と
な
る
、
と
い
う
主
張
も
現
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
韓

国
外
務
部
は
、
非
公
式
に
で
は
あ
る
も
の
の
沖
縄
返
還
そ
の
も
の
は
や
む
を
得
な
い
が
、
沖
縄
米
軍
基
地
の
無
条
件
自
由
使
用
と
核
兵
器

の
貯
蔵
を
完
全
に
継
続
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。
メ
デ
ィ
ア
に
は
、
日
本
が
沖
縄
の
核
貯
蔵
を
自
国
が
享
受
し
て
い
る
自
由
と
独

（
鋼
）

立
と
繁
栄
の
た
め
の
義
務
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
至
珈
調
も
現
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
国
務
省
は
ポ
ー
タ
ー
駐
韓
大
使

「
ア
メ
リ
カ
は
、
沖
縄
と
日
本
本
土
の
米
軍
基
地
が
韓
国
の
安
全
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。
そ
れ

ら
の
基
地
は
引
き
続
き
ア
メ
リ
カ
と
同
盟
国
に
と
っ
て
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
り
続
け
る
。
」

（
型
）

と
の
立
場
を
韓
国
に
伝
一
え
る
よ
う
指
示
し
て
い
た
。

韓
国
か
ら
の
一
連
の
懸
念
が
国
務
省
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
頃
、
日
本
で
は
佐
藤
首
相
が
国
会
で
返
還
後
の
沖
縄
基
地
に
つ
い
て
「
核
抜

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
（
二
）
（
河
野
）

’
○
五

に
宛
て
て
、
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と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
沖
縄
は
核
抜
き
本
土
並
み
、
安
保
は
自
動
延
長
な
ら
文
句
あ
り
ま
せ
ん
。
」

（
鍋
）

と
い
う
発
言
が
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
隣
国
の
韓
国
で
は
同
じ
時
期
に
政
府
、
世
論
共
に
、
「
核
抜
き
・
本
土
並
み
」
に
対
し
全
く

異
な
る
見
方
を
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

韓
国
外
務
部
が
日
米
両
国
政
府
に
向
け
て
初
め
て
公
式
な
意
思
表
示
を
し
た
の
は
四
月
上
旬
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
ず
腿
圭
夏
外
務
部

（
郎
）

長
官
が
国
務
省
宛
て
に
エ
イ
ド
・
メ
モ
ワ
ー
ル
を
手
交
し
て
い
た
。
こ
の
エ
イ
ド
・
メ
モ
ワ
ー
ル
は
「
琉
球
諸
島
の
地
位
」
（
の
（
四
目
の
。
｛

幻
百
百
口
匡
目
Ｑ
の
）
と
題
さ
れ
、
四
月
八
日
に
ポ
ー
タ
ー
大
使
宛
に
手
交
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、

「
沖
縄
の
米
軍
基
地
は
現
在
も
将
来
も
韓
国
と
自
由
ア
ジ
ア
諸
国
を
北
朝
鮮
と
他
の
共
産
主
義
体
制
の
攻
撃
か
ら
守
る
上
で
不
可
欠

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
韓
国
は
日
米
間
で
検
討
中
の
沖
縄
問
題
に
つ
い
て
深
い
危
倶
の
念
を
持
つ
こ
と
を
伝
え
た
い
。
」

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、

「
ア
メ
リ
カ
は
対
日
交
渉
で
、
沖
縄
問
題
を
ア
ジ
ア
全
域
の
問
題
と
し
て
、
基
地
の
戦
略
的
価
値
を
損
な
わ
な
い
方
法
で
解
決
す
べ

き
で
あ
り
、
韓
国
と
も
十
分
に
協
議
す
べ
き
で
あ
る
。
」

声
と
し
て
、

法
坐
工
心
林
第
一
○
六
巻
第
三
号

一
○
六

き
・
本
土
並
み
」
と
受
け
取
れ
る
答
弁
を
し
て
い
た
。
こ
れ
は
参
院
予
算
委
員
会
で
の
社
会
党
の
前
川
旦
、
野
上
元
に
対
す
る
答
弁
の
な

か
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

興
味
深
い
点
は
、
こ
の
答
弁
に
つ
い
て
の
国
内
メ
デ
ィ
ア
の
対
応
で
あ
る
。
首
席
秘
書
官
の
楠
田
實
が
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

七
社
政
経
部
長
会
（
朝
日
、
毎
日
、
読
売
、
日
経
、
産
経
、
共
同
、
東
京
の
各
新
聞
社
政
治
部
長
、
経
済
部
長
で
構
成
。
）
の
一
致
し
た
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韓
国
は
ｎ
本
政
府
に
何
け
た
働
き
か
け
を
も
強
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
四
月
一
○
日
に
は
、
金
山
政
英
駐
蝉
川
本
大
使
苑
に
も
エ
イ

ド
・
メ
モ
ワ
ー
ル
が
手
交
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
川
本
政
府
あ
て
の
メ
モ
ワ
ー
ル
で
は
前
年
一
九
六
八
年
の
日
輔
閣
瞭
会

議
に
側
す
る
言
及
が
あ
り
、
そ
こ
で
合
意
さ
れ
た
次
の
文
言
が
強
調
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

「
韓
国
の
安
全
は
日
本
の
安
全
に
影
響
す
る
こ
と
を
両
刷
は
Ⅲ
解
し
て
い
る
。
（
：
ヨ
ヨ
豚
汁
の
『
⑩
。
〔
ワ
・
Ｓ
８
目
ａ
の
、
『
の
８
，
口
］
月
⑫

（
ゴ
ロ
（
の
①
○
ロ
ゴ
庁
］
。
｛
【
Ｃ
刊
の
四
ｍ
Ｈ
の
ｇ
］
『
四
頭
○
○
（
、
の
○
○
仁
『
茸
ご
○
命
〕
ロ
ロ
四
．
言
）
」

（
ポ
ー
タ
ー
大
使
か
ら
国
務
省
宛
て
公
電
か
ら
引
用
。
）

（
郷
）

と
の
文
言
で
あ
っ
た
。
こ
の
金
山
大
使
宛
エ
ィ
ド
・
メ
モ
ワ
ー
ル
の
内
容
は
、
鯨
刷
駐
在
ア
メ
リ
カ
大
使
に
も
同
時
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

「
韓
国
の
安
全
は
日
本
の
安
全
に
影
轡
す
る
。
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
、
六
八
年
一
月
の
プ
ェ
ブ
ロ
号
事
件
以
来
、
Ｈ
韓
両
国
問
の
協
議
の

場
で
鮠
国
が
定
型
的
に
川
い
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
六
八
年
の
日
輔
閣
僚
会
議
の
共
同
市
川
に
お
け
る
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
、

（
”
〉

厳
敏
永
駐
ｕ
韓
国
大
使
が
本
国
宛
て
に
提
言
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
翌
六
九
年
四
月
の
日
本
政
府
宛
て
エ
イ
ド
・
メ
モ
ワ
ー
ル
は
こ
の
定

型
的
な
フ
レ
ー
ズ
を
強
調
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
が
六
九
年
二
月
の
佐
藤
ニ
ク
ソ
ン
共
同
声
明
に
お
け
る
「
韓
刷
条
項
」
、
す
な
わ
ち
、

「
幹
図
の
安
全
は
Ⅱ
木
の
安
全
に
と
っ
て
緊
要
で
あ
る
。
」

沖
翻
返
通
と
地
域
的
役
割
分
担
論
（
二
）
（
河
野
）

一
○
七

（
師
）

し
」
伝
誓
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
四
月
一
二
日
に
は
、
腿
圭
夏
長
寓
が
マ
ー
シ
ャ
ル
・
グ
リ
ー
ン
束
ア
ジ
ア
太
平
洋
問
題
担
当
国
務
次
官
補
に
会
見
し
、

「
沖
細
米
軍
基
地
は
韓
国
の
安
保
と
安
全
の
た
め
に
緊
婆
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
沖
細
触
地
の
阿
山
で
効
果
的
使
川
な
し
に
は
、

米
韓
相
互
防
衛
条
約
は
軍
事
的
有
効
性
を
喪
失
す
る
。
」
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法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
三
号

一
○
八

と
同
様
の
趣
』
曰
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
一
九
六
九
年
の
共
同
声
明
の
「
韓
国
条
項
」
が
、
韓
国
に
向
け
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
で
も
あ
っ
た
可
能
性
を
窺
わ
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
米
両
国
政
府
に
宛
て
ら
れ
た
エ
イ
ド
・
メ
モ
ワ
ー
ル
は
、
穏
や
か

な
内
容
で
あ
る
も
の
の
、
韓
国
政
府
最
高
レ
ベ
ル
の
承
認
を
得
た
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
金
山
大
使
は
、
こ
の
エ
イ
ド
・
メ
モ
ワ
ー
ル
に
対
し
て
、
沖
純
問
題
が
日
米
二
国
間
の
問
題
で
あ
り
、
第
三
国
が
介
入
す
る

（
㈹
）

こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
、
と
の
立
場
を
韓
国
外
務
省
に
伝
》
え
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
又
、
ソ
ウ
ル
の
ア
メ
リ
カ
大
使
館
が
極
秘
に
韓
国
外

務
省
か
ら
得
た
情
報
で
は
、
韓
国
政
府
の
エ
イ
ド
・
メ
モ
ワ
ー
ル
を
受
け
取
っ
た
愛
知
外
棚
の
反
応
は
、

「
日
本
は
韓
国
の
立
場
を
理
解
し
て
い
る
。
韓
国
は
沖
縄
返
還
に
つ
い
て
懸
念
す
る
必
要
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
日
米
安
保
条
約
の

極
東
条
項
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」

（
抑
）

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。
こ
の
日
本
側
の
説
明
に
韓
国
が
ど
こ
ま
で
説
得
さ
れ
た
の
か
は
解
ら
な
い
。

こ
う
し
た
状
況
下
で
、
四
月
一
二
日
付
ア
メ
リ
カ
Ｃ
ｌ
Ａ
の
報
告
書
は
、
台
湾
、
韓
国
が
沖
縄
基
地
の
戦
略
的
価
値
を
低
下
さ
せ
な
い

こ
と
を
希
望
し
て
い
る
、
と
し
、
韓
国
が
台
湾
に
向
け
て
、
他
の
関
係
各
国
と
共
に
日
本
に
対
し
共
同
歩
調
を
取
る
よ
う
に
提
案
し
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
し
か
し
同
時
に
Ｃ
ｌ
Ａ
報
告
書
は
、
佐
藤
貢
州
が
韓
国
の
立
場
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
日
本

国
内
の
圧
力
を
壷
視
す
る
の
で
は
な
い
か
と
予
測
し
て
い
た
。
邦
雄
口
書
は
韓
国
の
安
全
保
障
上
の
要
請
を
理
解
し
つ
つ
佐
藤
首
相
が
国
内

．
（
伯
）

圧
力
を
ハ
ン
ド
ル
で
き
る
か
ど
う
か
、
が
問
題
で
あ
ろ
う
、
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

日
米
両
国
へ
向
け
た
エ
イ
ド
・
メ
モ
ワ
ー
ル
手
霜
交
か
ら
数
日
後
の
四
月
一
五
日
に
起
き
た
Ｅ
Ｃ
Ｉ
ｌ
２
Ｉ
機
撃
墜
事
件
は
韓
国
の
安
全

保
障
上
の
懸
念
を
裏
付
け
る
結
果
と
な
っ
た
。
厚
木
基
地
か
ら
発
進
し
た
米
偵
察
機
Ｅ
Ｃ
－
ｌ
２
ｌ
機
が
北
朝
鮮
傾
空
近
く
で
北
朝
鮮
に

よ
り
撃
墜
さ
れ
、
乗
員
三
一
名
が
死
亡
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
態
に
直
面
し
て
韓
国
は
六
九
年
五
月
の
バ
ン
コ
ク
に
お
け
る
ヴ
ィ
ェ
ト

Hosei University Repository



そ
の
後
、
台
湾
・
韓
国
両
政
府
の
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
働
き
か
け
は
、
次
章
で
検
討
す
る
日
米
間
の
施
政
権
返
還
交
渉
の
進

展
と
並
行
し
て
継
続
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
予
め
述
べ
て
お
け
ば
、
六
月
の
愛
知
外
相
訪
米
で
日
米
二
国
間
交
渉
が
始
ま
り
、
続
く
七
月

の
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
国
務
長
官
訪
日
を
経
て
、
共
同
声
明
と
プ
レ
ス
ク
ラ
ブ
・
ス
ピ
ー
チ
と
の
内
容
が
詰
め
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
で
、
九
月
の（
妬
）

第
二
回
愛
知
訪
米
で
は
、
交
渉
の
「
七
、
八
合
目
ま
で
漕
ぎ
つ
け
る
」
（
愛
知
外
相
の
帰
国
に
際
し
て
の
記
者
会
見
の
発
一
一
一
一
口
）
に
至
っ
た
。

Ｎ
Ｓ
Ｃ
か
ら
沖
繩
返
還
担
当
公
使
に
転
じ
た
Ｒ
・
ス
ナ
イ
ダ
ー
が
台
湾
、
韓
国
を
訪
問
す
る
計
画
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
こ
れ
と
ほ
ぼ

（
桁
）

同
時
期
の
こ
と
で
あ
る
。
ス
ナ
イ
ダ
ー
公
使
は
一
○
月
に
新
た
に
国
防
長
官
・
統
合
参
謀
本
部
議
長
特
別
代
理
と
し
て
、
沖
縄
返
還
交
渉

チ
ー
ム
の
上
級
軍
事
顧
問
に
任
命
さ
れ
た
ウ
オ
ル
タ
ー
．
Ｌ
・
カ
ー
テ
ィ
ス
（
三
巴
（
・
『
Ｆ
・
○
員
威
の
）
海
軍
少
将
と
共
に
、
一
○
月
一
一
七

（
幻
）

日
に
台
湾
、
一
一
月
七
日
に
韓
国
を
訪
問
し
そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
高
官
と
会
談
し
て
い
た
。
詳
し
い
会
談
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
日
米
辻
〈

同
声
明
と
首
相
に
よ
る
ス
ピ
ー
チ
の
内
容
が
ほ
ぼ
固
ま
っ
た
時
点
で
、
ス
ナ
イ
ダ
ー
公
使
と
カ
ー
テ
ィ
ス
少
将
は
、
台
湾
、
韓
国
両
政
府

に
向
け
て
沖
縄
返
還
後
の
基
地
機
能
に
つ
い
て
何
ら
か
の
説
明
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
ス
ナ
イ
ダ
ー
と
カ
ー
テ
ィ
ス

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
（
二
）
（
河
野
）

一
○
九

障
滕
醗
禰
の
一
員
，

（
綱
）

●
も
の
で
あ
っ
た
。

（
旧
）

ナ
ム
参
戦
国
七
カ
国
会
議
、
続
い
て
六
ｍ
川
の
川
奈
に
お
け
る
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
会
議
で
沖
縄
基
地
問
題
を
提
起
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
韓

国
、
台
湾
両
国
以
外
の
諸
国
は
、
こ
れ
に
必
ず
し
も
同
調
せ
ず
、
議
論
に
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
韓
国
の
朴
大

統
領
が
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
を
軍
事
同
盟
に
拡
大
し
て
地
域
的
安
全
保
障
機
構
と
し
て
の
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
（
ア
ジ
ア
集
団
安
全
保
障
機
構
）
と
す
る

構
想
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
韓
国
、
台
湾
以
外
の
ア
ジ
ア
諸
国
が
朴
構
想
の
強
い
反
共
軍
事
同
盟
と
し
て
の
性
格
に
、
賛
成
で
き
な
か
っ

た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
朴
大
統
領
は
、
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
日
本
を
も
参
加
さ
せ
、
日
本
が
防
衛
力
を
増
強
し
て
地
域
的
集
団
的
安
全
保

障
機
榊
の
一
員
と
な
る
べ
き
で
あ
る
、
と
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
全
く
受
け
入
れ
が
た
い
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法
学
志
休
第
一
○
六
巻
第
三
号

一
一
○

の
両
国
訪
問
後
、
日
米
両
国
は
首
脳
会
談
直
後
に
佐
藤
首
佃
の
親
書
を
両
国
首
脳
宛
に
送
付
す
る
こ
と
を
検
討
し
始
め
た
。
こ
れ
を
受
け

て
一
一
月
一
二
日
に
は
、
佐
藤
肯
川
が
一
一
月
の
首
脳
会
談
直
後
の
二
一
日
付
け
の
署
名
付
き
書
簡
を
朴
韓
国
大
統
領
と
蒋
介
石
総
統
に

（
旧
）

送
る
案
を
承
認
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
沖
繩
返
還
へ
向
け
た
交
渉
過
程
の
な
か
で
は
、
日
米
二
国
間
関
係
だ
け
で
な
く
北
東
ア
ジ
ア
の
近
隣
諸
国
か
ら
の
関
心

と
影
響
力
行
使
が
あ
り
、
そ
れ
は
返
還
後
の
基
地
機
能
に
関
す
る
議
論
を
動
か
す
要
因
の
一
つ
と
な
っ
た
。
そ
の
際
注
目
し
て
お
く
べ
き

点
の
一
つ
は
、
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
る
日
米
〈
旦
辨
の
対
応
を
通
じ
て
、
北
東
ア
ジ
ア
の
安
定
が
二
国
間
関
係
の
集
積
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、

あ
る
程
度
の
ま
と
ま
り
を
備
え
た
地
域
的
安
全
保
障
上
の
課
題
と
し
て
浮
上
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
問
題
と
な
る
の
は
、
次

の
事
窕
〈
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
及
び
北
東
ア
ジ
ア
の
近
隣
諸
国
の
脅
威
認
識
が
各
々
決
し
て
同
じ
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

と
り
わ
け
韓
国
の
場
合
、
そ
の
脅
威
認
識
は
次
章
で
検
討
す
る
日
本
国
内
の
沖
縄
論
議
と
の
間
で
机
当
に
距
離
が
あ
っ
た
。
韓
国
は
政
府
、

メ
デ
ィ
ア
が
共
に
返
還
後
の
沖
縄
基
地
機
能
の
低
下
を
深
刻
に
懸
念
し
た
。
そ
の
結
果
、
外
務
部
は
非
公
式
発
言
と
し
て
返
還
後
の
沖
縄

基
地
が
「
核
付
き
、
自
由
使
用
」
と
な
る
こ
と
を
強
く
求
め
た
の
で
あ
る
（
三
月
七
円
付
け
公
電
）
。
そ
の
背
量
に
は
当
時
の
北
朝
鮮
の

動
向
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
一
方
、
ア
メ
リ
カ
政
府
と
り
わ
け
軍
部
が
日
本
国
内
の
「
隙
阪
き
、
本
土
並
み
」
志
向
が
冷

戦
下
の
現
実
か
ら
遊
離
し
て
い
る
と
の
認
識
を
持
ち
つ
つ
、
し
か
し
他
方
で
、
国
務
省
は
日
本
国
内
が
施
政
権
返
還
を
契
機
と
し
て
反
米
、

反
安
保
条
約
に
傾
く
こ
と
を
強
く
懸
念
し
て
い
た
。
こ
の
懸
念
は
六
○
昨
安
保
改
定
時
の
混
乱
の
記
憶
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
の
結
果

国
務
省
は
、
日
米
関
係
そ
の
も
の
、
と
り
わ
け
一
九
七
○
年
の
期
限
切
れ
を
前
に
し
た
日
米
安
保
条
約
を
扱
な
う
こ
と
な
く
延
長
す
る
こ

と
と
施
政
権
返
還
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
国
務
省
は
沖
縄
と
日
本
国
内
で
「
橡
抜
き
、
本
土
並
み
」
支
持
が
定

着
し
つ
つ
あ
る
事
実
を
無
視
で
き
な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
は
そ
の
枠
内
で
最
大
限
、
北
東
ア
ジ
ア
地
域
の
安
全
保
障
に
日
本
が
関
心
を
持
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前
章
で
見
た
と
お
り
、
施
政
権
返
還
に
つ
い
て
は
北
東
ア
ジ
ア
の
近
隣
諸
国
に
安
全
保
障
上
の
強
い
懸
念
が
生
じ
て
い
た
。
そ
れ
は
、

と
り
わ
け
返
還
後
の
沖
縄
基
地
の
機
能
に
関
す
る
懸
念
で
あ
り
、
米
軍
に
よ
る
核
兵
器
の
配
備
と
通
常
兵
力
に
よ
る
作
戦
行
動
発
進
の
自

由
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
基
地
機
能
の
低
下
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
第
四
章
で
は
、
ア
メ
リ

カ
の
政
権
移
行
期
に
日
米
双
方
が
模
索
し
た
基
地
機
能
の
変
化
に
関
す
る
予
備
折
衝
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
六
月
か
ら
始
ま
る
正

式
交
渉
を
前
に
し
て
、
こ
の
予
備
折
衝
の
過
程
で
は
、
日
米
と
も
に
、
沖
縄
基
地
を
文
字
通
り
の
「
本
土
並
み
」
に
す
る
こ
と
の
困
難
を

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
（
二
）
（
河
野
）

一
一
一

っ
こ
と
を
公
式
に
表
明
す
る
こ
と
を
日
本
に
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
一
連
の
政
策
決
定
過
程
を
見
る
と
、
冷
戦
下
で
同
じ
自
由
主
義
陣
営
に
属
す
る
日
、
米
、
韓
国
、
台
湾
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
諸

国
が
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
り
必
ず
し
も
同
じ
脅
威
認
識
を
共
有
し
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
解
る
。
む
し
ろ
返
還
交
渉
と
沖
縄
基
地

機
能
へ
の
関
心
が
、
脅
威
認
識
に
お
け
る
各
国
の
差
異
を
浮
上
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
た
と
言
え
よ
う
。
同
時
に
、
こ
う
し
た
政
策
決
定

過
程
の
中
か
ら
、
日
本
外
交
に
お
け
る
地
域
的
安
全
保
障
を
め
ぐ
る
葛
藤
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
場
合
、
と
り
わ
け
日
本
の
政

策
決
定
過
程
に
お
い
て
は
、
地
域
的
安
全
保
謄
区
日
本
外
交
と
の
接
点
と
交
錯
を
ど
の
よ
う
に
正
当
化
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に

な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
佐
藤
首
相
は
、
ど
の
よ
う
な
論
理
を
動
員
し
て
、
そ
の
正
当
化
を
模
索
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

こ
で
以
下
、
日
米
二
国
間
の
交
渉
と
日
本
国
内
の
動
向
を
検
討
し
て
み
た
い
。

第
四
章
「
特
別
の
取
決
め
」
構
想
と
ニ
ク
ソ
ン
政
権
ｌ
Ｎ
ｓ
ｓ
Ｍ
５
研
究
報
告
書
を
中
心
に

第
一
節
暫
定
的
現
状
維
持
方
式
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
正
式
交
渉
を
前
に
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ま
ず
、
「
獅
定
的
現
状
維
持
方
式
」
が
提
起
さ
れ
る
ま
で
の
Ⅱ
米
双
方
の
立
場
を
検
討
し
よ
う
。
大
続
航
選
挙
の
後
、
つ
ま
り
一
几
六

八
年
一
二
川
か
ら
翌
六
九
年
一
Ⅱ
ま
で
の
時
期
、
国
務
省
内
で
は
新
政
椛
下
で
沖
柵
問
題
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
か
、
に
つ
い
て
の
検（
１
）
 

討
が
進
ん
で
い
た
。
川
》
え
て
国
務
省
の
ア
レ
ク
シ
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
駐
日
大
使
と
愛
知
外
Ⅲ
と
の
間
で
非
公
式
の
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
。

こ
れ
は
正
式
交
渉
開
始
前
の
非
公
式
の
意
見
交
換
で
あ
る
が
、
沖
細
現
地
で
「
核
抜
き
・
本
土
並
み
」
を
掲
げ
た
服
良
朝
茄
が
主
席
公
選

で
当
選
し
日
本
国
内
の
世
論
も
「
核
抜
き
・
本
土
並
み
」
に
傾
く
中
、
日
米
両
国
政
府
は
「
本
土
並
み
」
の
具
体
的
あ
り
方
に
つ
い
て
議

論
を
交
わ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
従
来
の
研
究
で
は
、
基
地
の
態
様
に
つ
い
て
主
に
「
核
抜
き
」
と
い
う
条
件
が
注
目
さ
れ
て
き
た

こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
、
も
う
一
つ
の
条
件
で
あ
る
「
本
土
並
み
」
の
内
奔
に
つ
い
て
は
ま
だ
必
ず
し
も
充
分
な

研
究
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
「
本
土
並
み
」
と
い
う
概
念
の
暖
昧
さ
と
多
義
性
に
愈
点
を
置
き
つ
つ
、
こ
れ
と
事
前

腿
」
で
あ
る
。
正
式
交
渉
を
一
一

定
的
現
状
維
持
方
式
」
を
選
叩

ヨ
ン
を
選
択
し
な
か
っ
た
。
斗

定
に
焦
点
を
当
て
て
み
た
い
。

ヨ定ｊｈｌ１こ’こをと熟
ンｉ１リーれは何外知
を現でが返ら務し
選状あ日還か省て
択雄る木後ののお

悦懸１編ﾎﾟﾙｷﾞ
つＬ－交愛ｊＵ，のくら林
たを渉知’''１取ルか第
。）遇を外に決はの－

４$剛1蝋色ご繩
でのし非しのので巻
は_て公て下立１１１１節
、つ四式現に場繩三
実と）］な状置に埜号
研し末会の〈関地
してに談ｉｉｉ|’、し機
べ検閲で縄とて能
ルｉ１ｌかア基いはを
でしれし地うほ日

繋“Zli愈雌
さたクスすが通保
れこソ．る模し茶
たとンジ米索て約
基も政訓軍さいの

鯛(ギヴ鯉蝋
能でのン利のうな
をあＮ駐を（まで適
維るＳｌ１そこあ１１１
侍。Ｃ大ののるか
すしへ仙ま子・ら
る力、国にま傭こ除

ボＭｉ;jiW譲朏Ｉト
の果全てるの場る

拙臘’２断鮭
とて会しいの景を
ＮＮ識たうこに模
ＳＳ－－，構と、索
ＣＣが哲魁で返し
し（よ、）i」もあ週て＿
べ、そ的検つ後い_
ルこう現討たのたこ
ののし状さ。↑''１．
政オた緋れ具組Ｉ国
策プー，｝キ大体基荷
決シ暫術・的地省
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Ⅱ
米
問
の
非
公
式
な
意
見
交
換
が
始
ま
っ
た
の
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ク
ソ
ン
（
四
ｎ
ｇ
ａ
ｚ
厨
・
ロ
）
候
柵
の
当
選
が
決
ま
り
就
伍

式
を
控
え
た
六
八
年
一
二
月
末
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
基
地
機
能
に
関
す
る
「
本
土
並
み
」
要
求
が
沖
縄
と
日
本
の
世
論
に
定
着

し
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
の
枠
組
み
に
ど
の
よ
う
な
具
体
的
内
容
を
艦
り
込
む
か
、
と
い
う
点
に
日
米
双
方
の
関
心
が
染
ま
る

こ
と
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
椛
下
で
沖
綱
問
題
に
深
く
関
わ
っ
て
き
た
国
務
宵
の
ス
ナ
イ
ダ
ー
、
本
部
長
は
、
六
八
年
秋
、

日
本
と
沖
縄
を
訪
問
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
観
察
と
印
象
と
を
ま
と
め
て
ワ
シ
ン
ト
ン
の
Ｗ
・
バ
ン
デ
ィ
東
ア
ジ
ア
太
平
洋
問
題
担
当

ス
ナ
ィ
ダ
ー
は
、
沖
縄
現
地
の
状
況
が
従
来
と
比
べ
て
一
変
し
た
こ
と
、
そ
れ
は
二
月
の
主
席
公
選
に
お
け
る
屋
良
朝
苗
候
補
の
当

選
と
、
嘉
手
納
空
噸
基
地
内
で
起
き
た
Ｂ
ｌ
皿
爆
撃
機
墜
落
事
故
を
契
機
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
た
上
で
、
沖
縄
返
還
に
つ
い

て
は
、
８
○
一
日
。
｛
。
。
「
の
目
「
。
．
、
の
時
期
を
迎
え
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
。
一
九
六
六
年
以
来
、
沖
縄
に
関
す
る
省
間
グ
ル
ー
プ
を
率

い
て
返
還
問
題
と
雅
地
機
能
に
関
す
る
検
討
を
進
め
て
き
た
ス
ナ
イ
ダ
ー
の
観
察
と
し
て
注
ｕ
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
六

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
（
二
）
（
河
野
）

’
一
一
一
一

国
務
次
官
補
に
送
っ

ス
ナ
イ
ダ
ー
は
、

協
議
制
度
の
運
用
を
め
ぐ
る
日
米
相
互
の
打
診
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

簡
小
に
振
り
返
っ
て
お
く
と
既
に
一
九
六
七
年
二
Ⅱ
の
第
二
次
佐
藤
ジ
ョ
ン
ソ
ン
会
談
で
は
小
笠
原
返
還
が
合
意
さ
れ
て
お
り
、
翌

六
八
年
に
は
返
還
が
実
現
し
た
。
し
か
し
、
沖
縄
返
還
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
目
立
っ
た
進
展
が
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
因

は
、
一
九
六
八
年
が
ア
メ
リ
カ
大
統
緬
選
挙
の
時
期
で
あ
り
、
新
政
権
の
発
足
ま
で
具
体
的
な
動
き
が
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
国
務
肯

の
ス
ナ
イ
ダ
ー
日
本
部
長
に
よ
れ
ば
、
国
務
省
か
ら
外
務
省
に
向
け
て
、
新
政
権
が
決
ま
ら
な
い
こ
と
に
加
え
て
、
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争

が
継
続
中
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
返
還
に
関
し
て
は
、
ど
ん
な
に
早
く
と
も
一
九
六
九
年
以
前
に
は
回
答
で
き
な
い
、
と
の
立
場
が
伝

（
２
）
 

壱
え
ら
れ
て
い
た
。

（
３
）
 

て
い
た
・

Hosei University Repository



法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
三
号

一
一
四

八
年
一
一
月
の
琉
球
政
府
主
席
公
選
で
即
時
復
帰
と
、
基
地
の
「
叫
隊
抜
き
・
本
土
並
み
」
を
掲
げ
た
屋
良
候
補
が
善
戦
、
そ
の
当
選
が
決

ま
っ
た
こ
と
で
沖
縄
現
地
の
復
帰
へ
の
動
き
が
決
定
的
に
な
っ
た
以
上
、
沖
縄
問
題
を
め
ぐ
る
対
応
を
こ
れ
以
上
引
き
延
ば
す
こ
と
は
川

難
で
あ
り
、
早
急
に
こ
れ
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
こ
と
を
ス
ナ
イ
ダ
ー
が
自
覚
し
、
こ
れ
を
ワ
シ
ン
ト
ン
に
伝
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
段
階
で
既
に
ス
ナ
イ
ダ
ー
は
、
日
本
政
府
か
ら
返
還
後
の
「
核
兵
器
雌
威
の
継
続
」
を
申
し
出
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ

ろ
う
、
と
い
う
見
通
し
を
も
伝
え
て
い
た
。

（
１
）
 

同
じ
時
期
に
川
務
省
内
で
は
、
よ
り
具
体
的
な
沖
繩
返
還
に
側
す
る
文
沸
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
。
な
お
、
こ
の
文
諜
は
艇
智
名
で
あ

る
が
ス
ナ
イ
ダ
ー
が
起
草
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
別
蔵
し
た
い
。
こ
の
国
務
宵
文
諜
は
、
返

還
前
の
沖
縄
基
地
機
能
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
の
権
利
と
し
て
核
兵
器
の
貯
蔵
と
通
常
兵
器
に
よ
る
作
戦
汀
動
発
進
の
自
由
を
挙
げ
、
こ
れ

ら
の
い
ず
れ
の
権
利
に
つ
い
て
も
本
土
基
地
に
関
し
て
は
日
本
政
府
と
の
事
前
協
議
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
従
っ
て
現
状
の
沖
縄
基
地
の

Ⅲ
値
は
事
前
協
議
な
し
に
こ
う
し
た
砿
刊
を
維
持
で
き
る
点
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
た
。
日
本
政
府
が
施
政
権
返
還
を
提
案
す
る
場

合
、
予
想
さ
れ
る
選
択
肢
は
、
お
そ
ら
く
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
ア
メ
リ
カ
に
汕
常
兵
力
に
よ
る
雄
地
の
自
山
使
川
を
認
め
る
こ
と
で
あ

ろ
う
、
と
国
務
省
の
文
書
は
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
文
書
の
次
の
部
塾
分
で
あ
る
。

「
軍
事
作
戦
行
動
へ
の
発
進
で
あ
る
が
、
返
還
後
は
日
本
と
の
事
前
協
議
な
し
に
は
実
施
で
き
な
い
。
但
し
、
朝
鮮
の
場
合
は
例
外

こ
こ
で
国
務
省
文
書
が
、
朝
鮮
半
島
に
向
け
た
作
戦
｛
口
釧
発
進
に
つ
い
て
は
事
前
協
議
の
例
外
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
点
に
注
目
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
続
い
て
国
務
省
文
書
は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権
期
の
一
九
六
七
年
八
月
二
五
日
に
Ｓ
ｌ
Ｇ
（
の
⑦
己
。
『
曰
。
【
の
ａ
の
ロ
ロ
ュ
ョ
の
コ
ー

ロ
ー
の
８
５
上
級
省
間
会
議
）
が
承
認
し
た
政
簸
ペ
ー
パ
ー
．
．
”
目
尻
目
ｍ
ｐ
ｍ
Ｃ
ｍ
自
身
葛
を
取
り
上
げ
、
こ
の
ペ
ー
パ
ー
が
安
保
条
約
を

で
あ
る
。
」
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こ
こ
で
、
先
に
触
れ
た
「
朝
鮮
の
場
合
は
例
外
」
と
い
う
部
分
が
問
題
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
国
務
省
文
書
が
言
及
し
た
「
朝
鮮
半
島
に

関
す
る
事
前
協
議
の
例
外
規
定
」
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
一
九
六
○
年
の
日
米
安
全
保
障
条
約
改
定
交
渉
で
導
入
さ
れ
た
事
前
協

議
制
度
は
、
そ
の
運
用
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
例
外
規
定
が
あ
り
、
こ
れ
ら
例
外
規
定
に
つ
い
て
は
非
公
開
の
日
米
合
意
が
あ
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
密
約
に
よ
る
例
外
規
定
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
非
公
開
合
意
の
一
つ
が
、
韓
国
に
展
開
す
る
国
連
軍
に
対
す
る
攻
撃
が
あ
っ
た
場

合
、
日
本
政
府
は
米
軍
に
よ
る
戦
闘
行
動
発
進
に
つ
い
て
「
事
前
協
議
な
し
に
」
（
カ
ッ
コ
は
筆
者
）
本
土
の
在
日
米
軍
基
地
の
使
用
を

認
め
る
、
と
い
う
合
意
で
あ
っ
た
。
こ
の
合
意
が
一
九
六
○
年
六
月
二
三
日
の
藤
山
外
相
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
大
使
と
の
間
の
非
公
開
合
意

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
三
）
（
河
野
）

一
一
五

沖
縄
基
地
に
完
全
に
適
用
し
た
場
合
の
基
地
機
能
の
低
下
を
検
討
し
た
、
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
国
務
省
文
書
は
、
こ
の
ペ
ー
パ
ー

が
基
地
機
能
の
低
下
を
防
ぐ
方
法
と
し
て
（
核
抜
き
と
は
別
の
）
何
ら
か
の
特
別
の
取
決
め
の
可
能
性
を
示
し
た
、
と
述
べ
て
い
た
。
な

お
、
こ
の
政
策
ペ
ー
パ
ー
は
、
一
九
六
六
年
に
ま
と
め
ら
れ
た
言
○
口
『
幻
百
六
百
の
国
口
の
①
の
葛
の
改
訂
版
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ス

（
５
）
 

ナ
イ
ダ
ー
が
中
心
と
な
っ
た
省
間
グ
ル
ー
プ
が
起
草
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
国
務
省
文
書
は
、
こ
の
政
策
ペ
ー
パ
ー
が
提
一
一
一
一
口
し
た
沖
縄

基
地
に
関
す
る
特
別
の
取
決
め
を
日
本
政
府
が
受
け
入
れ
る
可
能
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
、
と
の
見
通
し
を
述
べ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
ジ
ョ

ン
ソ
ン
政
権
期
の
沖
縄
問
題
に
関
す
る
一
連
の
研
究
の
な
か
で
検
討
さ
れ
て
き
た
特
別
の
取
決
め
方
式
が
、
政
権
移
行
期
に
も
依
然
と
し

て
有
力
な
選
択
肢
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
国
務
省
は
特
別
の
取
決
め
の
内
容
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
構
想
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
国
務
省
文
書
は
、
次
の
よ

（
６
）
 

・
っ
に
記
し
て
い
る
。

る
の
で
は
な
い
か
。
」

「
日
本
が
、
朝
鮮
に
関
す
る
取
り
決
め
と
同
様
の
例
外
規
定
を
、
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム
、
台
湾
に
つ
い
て
も
許
容
す
る
こ
と
は
、
あ
り
得
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（
７
）
 

で
あ
り
、
こ
れ
が
朝
鮮
議
事
録
（
【
・
同
⑦
口
巨
白
日
の
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
一
連
の
事
翻
実
を
念
頭
に
お
く
と
、
一
九
六
八
年
一
二
月
の
国
務
省
文
書
は
、
一
九
六
○
年
に
合
意
し
た
非
公
開
の
如
鰹
戦
覗
串
録
を

沖
縄
返
還
後
も
維
持
す
る
意
向
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
加
え
て
、
こ
の
斗
々
式
を
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム
、
台
湾
に
ま
で
拡
大
す
る
可
能
性
を
日

本
と
の
交
渉
に
期
待
し
て
い
た
こ
と
が
解
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
国
務
省
は
今
後
の
日
本
と
の
交
渉
に
お
い
て
、
一
九
六
○
年
の
朝
鮮
議

事
録
一
々
式
を
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム
、
台
湾
に
も
適
用
で
き
る
よ
う
な
何
ら
か
の
←
々
法
を
特
別
の
取
決
め
と
し
て
模
索
し
、
こ
れ
に
対
す
る
日
本

政
府
の
肯
定
的
反
応
を
予
想
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
新
政
権
発
足
前
の
ア
メ
リ
カ
側
の
見
通
し
を
要
約
し
て
み
よ
う
。
こ
の
時
期
の
ア
メ
リ
カ
に
は
、
返
還
後
の
沖
縄
基
地
の
自
由

使
用
の
継
続
を
特
別
の
取
決
め
に
よ
っ
て
維
持
す
る
意
向
が
あ
っ
た
。
従
来
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
お
り
、
い
わ
ゆ
る
ス
ナ
イ
ダ

ー
・
グ
ル
ー
プ
は
、
返
還
後
の
基
地
機
能
の
低
下
に
つ
い
て
は
日
本
と
の
交
渉
で
対
応
で
き
る
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
明

ら
か
に
な
る
の
は
、
ス
ナ
イ
ダ
ー
・
グ
ル
ー
プ
の
立
場
は
、
日
本
と
の
間
で
何
ら
か
の
特
別
の
取
決
め
に
合
意
す
る
と
い
う
含
み
で
あ
っ

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
国
務
省
は
米
軍
基
地
の
自
由
使
用
に
当
た
り
、
そ
の
対
象
を
韓
国
に
お
け
る
国
連
軍
支
援
の
た
め
の
作
戦
行

動
だ
け
で
な
く
、
台
湾
、
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム
ヘ
向
け
た
米
軍
の
作
戦
行
動
に
も
拡
大
す
る
可
能
性
を
期
待
し
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
日

本
と
の
交
渉
で
独
得
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
見
通
し
を
得
て
い
た
、
と
言
え
よ
う
。

こ
う
し
た
国
務
省
の
期
待
と
予
測
に
対
し
て
日
本
政
府
の
対
応
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
に
は
日
本
側

で
も
ア
メ
リ
カ
の
立
場
を
予
め
探
る
動
き
が
活
発
化
し
た
。
’
二
月
末
か
ら
翌
年
一
月
に
掛
け
て
、
愛
知
外
机
は
二
度
に
わ
た
り
ア
レ
ク

シ
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
に
非
公
式
な
意
見
交
換
を
申
し
込
ん
で
お
り
、
基
地
機
能
に
関
す
る
米
側
の
意
向
を
探
っ
て
い
た
。
ち
な
み
に

愛
知
は
前
年
の
六
八
年
十
一
月
べ
三
木
外
相
の
辞
任
を
受
け
て
新
外
相
に
就
任
し
て
い
た
。
前
外
相
の
一
一
一
木
武
夫
が
佐
藤
首
相
の
潜
一
体
的
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こ
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
の
発
一
一
一
一
吋
は
、
返
還
合
意
に
当
た
っ
て
は
世
論
が
求
め
る
「
本
土
並
み
」
に
加
え
て
何
ら
か
の
特
別
の
取
決
め
を

上
俄
み
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
脈
認
し
て
お
き
た
い
点
は
、
国
内
世
論
に
お
け
る
「
本
土
並

み
」
と
は
安
保
条
約
改
定
の
際
に
、
そ
の
第
六
条
の
実
施
に
伴
っ
て
設
け
ら
れ
た
耶
前
協
議
制
度
を
本
土
の
米
耶
於
地
と
同
様
に
返
還
後

沖
綱
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
（
二
）
（
河
野
）

一
一
七

な
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
こ
と
と
比
べ
て
、
愛
知
は
文
字
通
り
の
佐
藤
の
腹
心
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
佐
藤
の
首
相
就
任
以
前
か
ら
、

佐
藤
に
向
け
た
政
簸
提
言
グ
ル
ー
プ
に
加
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
三
木
か
ら
愛
知
へ
の
外
相
交
代
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
み
て

も
好
ま
し
い
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
、
愛
知
外
棚
か
ら
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
向
け
て
打
診
さ
れ
た
の
は
、
さ
き

に
見
た
国
務
省
文
評
の
構
想
と
は
異
な
る
も
の
の
、
形
式
と
し
て
は
同
様
の
特
別
の
取
決
め
構
想
で
あ
っ
た
。

愛
知
外
柵
と
ア
レ
ク
シ
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
と
の
意
見
交
換
は
日
本
側
の
要
望
に
よ
っ
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
’
二
月
二
八
Ⅱ

と
翌
年
一
月
一
○
日
に
行
わ
れ
て
い
た
。
先
に
見
た
通
り
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
沖
縄
及
び
川
本
国
内
の
沖
縄
返
還
に
関
す
る
世
論
形
成

の
な
か
で
「
核
抜
き
・
本
土
並
み
」
と
い
う
概
念
が
定
着
し
始
め
て
い
た
。
各
政
党
は
、
主
な
国
政
選
挙
に
際
し
て
返
還
後
の
基
地
機
能

が
「
核
抜
き
、
本
土
並
み
」
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
、
と
い
う
立
場
を
打
ち
出
し
て
い
た
。
自
民
党
内
で
は
、
前
尾
派
、
三
木
派
な
ど

の
反
主
流
派
内
に
「
核
抜
き
、
本
土
並
み
」
を
掲
げ
る
動
き
が
強
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
佐
藤
首
相
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
決
断
を
控
え

て
お
り
「
白
紙
」
の
立
場
を
維
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
８
）
 

十
二
月
一
一
八
日
の
意
見
交
換
で
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
は
、
こ
の
状
況
を
踏
ま
え
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

「
日
本
国
内
世
論
は
、
Ｌ
Ｄ
Ｐ
（
目
民
党
）
も
含
め
て
「
本
土
並
み
」
支
持
に
集
約
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
従
っ
て
、
日
本
政
府
に
と
っ

て
今
後
の
課
題
は
、
世
論
が
沖
繩
於
地
と
核
に
つ
い
て
何
ら
か
の
特
別
の
取
決
め
を
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
持
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
は

な
い
か
。
」
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の
沖
細
埜
地
に
も
週
川
す
る
、
と
い
う
意
味
で
Ⅲ
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
一
言
い
換
え
れ
ば
、
返
還
後
の
沖
柵
於
地
は
事
前
協
議
制

度
の
制
約
の
も
と
に
置
か
れ
、
従
来
の
自
由
使
川
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
世
論
が
あ
り
、
こ
の
点
が
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
は
問
題
で

あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
は
、
沖
縄
基
地
に
事
前
協
議
制
度
を
厳
密
に
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
訳

で
あ
る
。
さ
ら
に
大
使
か
ら
は
、
朝
鮮
半
島
紛
争
が
生
じ
た
場
△
脇
吻
合
、
日
本
政
府
が
在
日
米
軍
基
地
か
ら
の
作
戦
一
口
動
を
必
ず
支
持
し

て
く
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
施
政
樅
返
還
は
ま
と
め
ら
れ
な
い
、
と
の
趣
旨
の
発
言
が
あ
っ
た
。

（
９
）
 

翌
年
一
月
一
○
日
の
会
見
で
は
、
愛
知
外
机
か
ら
非
公
式
な
打
診
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
会
見
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
の
帰
米
を
前
に
行
わ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
が
ニ
ク
ソ
ン
政
権
下
の
国
務
省
で
国
務
次
官
と
い
う
函
嬰
ポ
ス
ト
に
着
く
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い

た
関
係
上
、
愛
知
外
相
の
発
言
は
具
体
的
な
も
の
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
外
相
は
、
前
回
の
会
見
で
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
の
要

請
を
踏
ま
え
て
次
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
非
公
式
な
打
診
と
し
て
、
で
あ
る
。

「
基
地
機
能
に
つ
い
て
、
本
土
並
み
（
ず
○
日
の
一
目
Ｑ
］
の
ぐ
の
旨
）
に
加
え
て
、
暫
定
的
な
現
状
維
持
（
医
（
の
日
ロ
・
日
『
】
匂
．
【
の
白
白
岳
の
〕
９
『
の
‐

の
①
貝
の
日
日
⑪
劃
【
ず
『
の
８
の
９
８
履
才
の
８
○
曰
。
【
ロ
⑪
の
藪
凹
ロ
Ｑ
ｐ
ｐ
Ｃ
」
の
日
⑫
【
ｏ
Ｂ
ｍ
の
）
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
」

つ
ま
り
、
返
還
後
の
沖
繩
蛙
地
は
原
Ⅲ
と
し
て
「
本
土
並
み
」
と
す
る
が
、
判
定
期
間
を
設
け
て
離
地
使
川
の
現
岫
抵
維
持
（
つ
ま
り
、

耶
前
獅
蝿
級
を
適
川
せ
ず
に
、
山
使
川
と
な
る
ｌ
筆
者
注
）
を
認
め
る
。
そ
の
後
、
地
域
的
環
境
が
「
本
土
並
み
」
を
可
能
に
す
る
状
況
に

な
れ
ば
、
「
本
土
並
み
」
に
移
行
す
る
、
と
い
う
含
み
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
地
域
的
環
境
と
し
て
検
討
さ
れ
て
い
た
の
は
、
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ

ム
戦
争
の
帰
趨
、
朝
鮮
半
島
情
勢
な
ど
の
可
能
性
が
高
い
。
但
し
、
愛
知
外
柵
は
、
こ
の
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
が
返
還
の
早
期
実
現
の
場
合
に

の
み
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
返
還
時
期
が
延
期
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
日
本
政
府
の
丘
勁
の
自
由
が
少
な
く
な
る
、
（
つ

ま
り
、
暫
定
的
な
現
状
維
持
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
も
難
し
く
な
る
ｌ
筆
者
補
足
）
と
付
け
加
え
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
愛
知
外
相
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と
こ
ろ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
事
前
協
議
の
適
用
除
外
に
関
す
る
愛
知
外
相
の
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大

（
皿
）

使
の
回
想
録
で
は
一
一
一
一
戸
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
大
使
の
国
務
省
宛
て
公
電
で
の
み
、
そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
の

公
電
に
よ
る
と
愛
知
外
相
は
、
こ
の
会
見
で
朝
鮮
半
島
問
題
に
関
す
る
事
前
協
議
適
用
例
外
に
つ
い
て
触
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

そ
の
後
の
交
渉
の
焦
点
の
一
つ
と
な
る
の
で
詳
し
く
検
討
し
て
み
た
い
。
愛
知
外
相
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
に
向
け
て
、
朝
鮮
半
島
の
国
連

軍
に
対
す
る
米
軍
の
作
戦
行
動
を
事
前
協
議
な
し
に
認
め
る
、
と
い
う
日
本
政
府
の
立
場
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
愛
知
外
相
の
発
言
は
、

「
（
先
に
述
べ
た
）
基
地
の
自
由
使
用
に
関
す
る
暫
定
的
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
が
可
能
に
な
れ
ば
、
我
々
は
、
こ
の
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
を
公
表

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
佐
藤
も
自
分
も
、
朝
鮮
で
軍
事
衝
突
が
生
じ
た
場
合
、
こ
の
非
公
開
の
了
解
を
実
施
す
る
こ
と
に
つ
い

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
（
二
）
（
河
野
）

二
九

「
米
軍
が
維
持
し
て
い
る
現
在
の
自
由
使
用
の
権
利
は
返
還
後
も
維
持
さ
れ
る
。
本
土
並
み
を
適
用
し
て
も
地
域
的
安
全
保
障
が
脅

か
さ
れ
な
い
、
と
両
国
政
府
が
合
意
し
た
時
点
で
自
由
使
用
の
権
限
を
段
階
的
に
解
消
す
る
。
」

ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
は
、
こ
の
提
案
を
自
分
が
就
任
し
て
以
来
初
め
て
の
「
重
要
な
前
進
」
で
あ
る
、
と
高
く
評
価
し
て
い
た
。
実
際
、

米
側
は
こ
の
愛
知
提
案
を
Ｎ
Ｓ
Ｃ
に
向
け
た
研
究
報
告
書
の
な
か
で
、
現
状
維
持
に
次
ぐ
有
利
な
選
択
肢
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
に
な
っ

（
川
）

説
明
し
て
い
る
。

は
、
こ
の
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
の
も
と
で
も
な
お
、
核
貯
蔵
は
困
難
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
と
め
て
み
る
と
、
愛
知
外
相
が

非
公
式
に
提
示
し
た
の
は
、
一
定
期
間
に
つ
い
て
核
貯
蔵
を
除
き
「
自
由
使
用
」
の
み
基
地
の
現
状
維
持
を
認
め
る
方
式
で
あ
っ
た
、
と

言
え
よ
う
。
こ
れ
が
「
暫
定
的
現
状
維
持
方
式
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
愛
知
提
案
に
つ
い
て
は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
が
回
想
録
の
な
か
で
、
日
本
政
府
の
全
く
新
し
い
方
針
で
あ
る
と
し
、
次
の
よ
う
に

た
。
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つ
ま
り
、
先
に
検
討
し
た
国
務
省
文
書
が
朝
鮮
半
島
の
国
連
軍
を
支
援
す
る
作
戦
行
動
に
つ
い
て
の
日
本
の
合
意
に
着
目
し
て
い
た
が
、

国
務
省
だ
け
で
な
く
日
本
側
も
沖
縄
返
還
に
当
た
っ
て
、
’
九
六
○
年
の
朝
鮮
議
事
録
の
扱
い
に
つ
い
て
考
慮
し
て
お
り
、
そ
の
立
場
を

ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
に
伝
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
愛
知
外
相
の
発
言
か
ら
読
み
取
れ
る
日
本
側
の
立
場
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
ま

ず
、
朝
鮮
議
事
録
の
内
容
は
、
佐
藤
首
相
も
愛
知
自
身
も
熟
知
し
て
お
り
、
そ
の
実
施
に
つ
い
て
は
既
に
決
断
し
て
い
る
、
と
い
う
点
で

あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
朝
鮮
半
島
に
展
開
す
る
二
個
師
団
の
国
連
軍
が
攻
撃
を
受
け
た
場
合
、
在
日
米
軍
の
作
戦
行
動
が
事
前
協
議
に
よ
っ

て
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
加
え
て
、
愛
知
外
相
の
意
図
を
あ
え
て
敷
術
す
れ
ば
、
そ
の
意
図
は
「
暫
定
的
な

現
状
維
持
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
」
を
「
公
表
」
す
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
朝
鮮
半
島
の
国
連
軍
に

対
す
る
支
援
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
首
相
が
事
前
協
議
に
肯
定
的
に
応
じ
る
決
断
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
朝
鮮
議
事
録
の
実
施
を
あ

え
て
非
公
開
に
し
て
お
く
理
由
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
愛
知
外
相
の
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
愛

知
は
、
施
政
権
返
還
に
当
た
っ
て
暫
定
的
現
状
維
持
方
式
を
公
表
す
る
こ
と
で
、
朝
鮮
議
事
録
に
代
替
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
、
と
の
示
唆
を
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

や
や
時
期
が
後
に
な
る
が
、
佐
藤
首
相
は
、
彼
の
個
人
的
使
節
と
し
て
Ｈ
・
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
大
統
領
特
別
補
佐
官
と
の
非
公
式
折
衝

を
重
ね
て
い
た
若
泉
敬
京
都
産
業
大
学
教
授
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
訪
日
し
た
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
国
務
長
官
と
の
会
談
を
終
え
、

（
烟
）

共
同
声
明
の
「
韓
国
条
項
」
に
同
意
し
た
後
の
八
月
一
一
二
日
の
こ
と
で
あ
る
。

「
事
前
協
議
に
つ
い
て
は
韓
国
の
場
合
、
自
分
は
イ
エ
ス
と
い
う
の
は
当
然
だ
と
考
え
て
い
る
。
（
中
略
）
あ
そ
こ
に
は
、
国
連
軍
が

と
い
う
●
も
の
で
あ
っ
た
。

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
三
号

て
は
既
に
決
断
を
し
て
い
る
。
」

○ 
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（
旧
）

こ
の
一
連
の
非
公
式
な
予
備
折
衝
に
続
い
て
一
月
一
一
一
一
ｎ
口
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
は
佐
藤
首
相
と
会
談
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン

の
帰
国
前
の
挨
拶
で
あ
り
外
交
儀
礼
の
意
味
が
強
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
佐
藤
の
間
で
は
沖
縄
問
題
に
つ
い
て
意
見
の
交

換
が
あ
っ
た
。
簡
単
に
内
容
を
ま
と
め
て
お
く
と
、
佐
藤
首
相
が
今
年
中
に
沖
縄
に
関
す
る
何
ら
か
の
合
意
を
望
む
、
と
述
べ
て
い
た
。

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
（
二
）
（
河
野
）

一
一
一
一

二
個
師
団
い
る
ん
だ
か
ら
、
国
連
に
協
力
す
る
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
」

こ
れ
が
韓
国
条
項
に
同
意
す
る
に
当
た
っ
て
の
佐
藤
首
相
の
論
理
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
愛
知
外
相
が

言
う
通
り
、
佐
藤
首
相
は
、
韓
国
の
国
連
軍
が
攻
撃
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
を
支
援
す
る
米
軍
の
作
戦
に
対
し
て
日
本
が
協
力
す
る
こ
と
を

当
然
視
し
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
事
前
協
議
に
イ
エ
ス
と
言
う
決
断
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
は
、
後
に
詳
述
す
る
と
お
り
佐
藤

首
相
は
非
公
開
の
朝
鮮
議
事
録
の
存
在
に
つ
い
て
は
首
相
就
任
時
に
知
ら
さ
れ
て
い
た
。
加
え
て
佐
藤
は
、
こ
れ
を
知
っ
た
首
相
就
任
時

以
来
、
朝
鮮
議
事
録
の
内
容
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
形
式
、
つ
ま
り
「
非
公
開
」
性
に
対
し
て
強
い
不
快
感
を
持
っ
て
い
た
、
と
さ

れ
て
い
る
。
愛
知
外
相
の
立
場
は
佐
藤
首
相
の
不
快
感
を
背
景
と
し
て
、
朝
鮮
議
事
録
を
非
公
開
と
せ
ず
、
こ
れ
に
代
替
す
る
何
ら
か
の

方
策
を
模
索
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
朝
鮮
議
事
録
に
関
す
る
愛
知
発
言
に
対
す
る
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
の
反
応
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は

愛
知
の
打
診
に
は
消
極
的
で
あ
っ
た
。
日
本
政
府
は
、
暫
定
的
現
状
維
持
方
式
に
よ
っ
て
朝
鮮
議
事
録
を
代
替
す
る
、
と
い
う
課
題
を
う

ま
く
や
り
お
お
せ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
を
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
国
務
省
宛
公
電
で
伝
え
て
い
た
。
と
は
言
え
、
他
方
で
ジ
ョ
ン
ソ
ン

大
使
は
、
愛
知
提
案
の
「
暫
定
的
現
状
維
持
方
式
」
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
先
に
触
れ
た
通
り
高
い
評
価
を
し
て

い
た
。
彼
は
、
こ
れ
を
従
来
の
日
本
政
府
の
立
場
か
ら
大
い
に
前
進
（
胃
３
３
９
ぐ
目
８
）
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ

ブ（》○
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こ
の
佐
藤
発
言
の
意
味
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
が
、
三
原
則
の
「
作
ら
ず
、
持
た
ず
」
を
含
め
て
ナ
ン
セ
ン
ス
、
と
い
う
意
味
な
の

か
、
或
い
は
第
三
項
目
の
「
持
ち
込
ま
せ
ず
」
（
臼
可
。
：
８
．
口
）
が
ナ
ン
セ
ン
ス
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
ろ
う
。
何
故
な

ら
「
持
ち
込
み
（
冒
汀
・
目
３
．
口
）
」
は
事
前
協
議
の
対
象
に
な
る
が
、
「
通
過
（
同
目
鼻
）
」
は
「
持
ち
込
み
」
で
は
な
い
、
と
い
う
解

釈
が
日
米
間
の
非
公
開
の
合
意
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
三
原
則
の
第
三
項
の
核
の
持
ち
込
み
に
つ
い
て
は
事
前
協
議
制
度
が
必
ず
し
も

厳
格
に
は
適
用
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
他
方
で
、
第
三
項
目
を
厳
格
に
適
用
す
れ
ば
、
日
本
が
独
自
に
核
保
有
を
し

な
い
限
り
、
ア
メ
リ
カ
の
抑
止
力
に
依
存
す
る
こ
と
に
支
障
が
生
じ
か
ね
な
い
、
と
い
う
含
み
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
ジ

ョ
ン
ソ
ン
大
使
は
、
沖
縄
基
地
に
お
け
る
抑
止
力
を
重
視
し
て
い
る
と
の
彼
の
立
場
を
佐
藤
に
伝
え
て
帰
米
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

「
こ
れ
は
、
日
本

と
付
け
加
え
て
い
た
。

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
三
号

一
一
一
一
一

時
期
は
一
一
月
よ
り
早
い
時
期
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
や
や
遅
れ
て
も
訪
米
し
て
合
意
を
ま
と
め
た
い
。
な
お
、
沖
縄
の
ゼ
ネ
ス
ト
（
後

述
。
二
月
四
日
に
Ｂ
ｌ
皿
爆
撃
機
の
撤
去
な
ど
を
求
め
て
沖
縄
で
計
画
さ
れ
て
い
た
も
の
。
）
な
ど
の
展
開
で
世
論
が
思
わ
ぬ
方
向
に
向
か

う
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
訪
米
時
期
に
は
柔
軟
性
を
持
た
せ
た
い
、
と
の
発
言
で
あ
っ
た
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
は
、
日
本
の
反
基
地
ス
ト

ラ
イ
キ
が
ア
メ
リ
カ
で
報
道
さ
れ
、
こ
れ
が
ア
メ
リ
カ
国
内
の
反
日
傾
向
を
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
懸
念
し
、
平
壌
と
北
京
が
我
々

の
行
動
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
、
に
つ
い
て
佐
藤
と
議
論
し
た
。
こ
の
議
論
に
続
い
て
佐
藤
が
、

「
非
核
三
原
則
な
ど
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
」

と
発
言
し
ジ
ョ
ン
ソ
ン
を
驚
か
せ
て
い
る
。
保
利
官
房
長
官
と
東
郷
ア
メ
リ
カ
局
長
が
同
席
す
る
場
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
続
い

て
佐
藤
は
、

日
本
が
核
保
有
を
望
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
に
解
釈
す
べ
き
で
は
な
い
。
」
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イカ何法たを
エのらを。想以
卜一カｺ模そ定一ヒ
ナ環の索のし、
ムと形し【|’て要
にしでてでいす
向て公い']たる
け正表た水こに
た当す。政と、
作化る同府が正
戦す可時が確式
ﾊﾞる能に、認交
易意性、核で渉
總鼠Ⅶ測
事も索政にう前
前つし府は。の
|断てては強そ日
議いい事いの米
の九た前否特双
例。こ協定別方
外しと識的のは
事かが＃ill態取、
項し注度度決一
と、目のをめ月
し’劃さ適取のの
て務れ用り具段
力省よ’縦、体階
パ内う外ii1lI的で
１に。に縄｜勺は
す（よ佐注基容返
るむ藤［１地に週
こし首し１こつ後
とろ相、っいの
を、は韓いて沖
目例、国て日縄
}局外この暫米基
そ規れ国定（よ地
う定に連的相に
とをつ軍に互つ
す地いに目にい
る域て関［１１非て
立的国す便公何
場に連る川式ら
が拡に通をなか
あ大対１１１現打．の
つしす除状診特
た、る外維を別
の台日に侍重の
で湾本つすね取
あ、のいるて決
るヴ協て方いめ

日
米
間
の
相
互
打
診
が
進
む
中
、
日
本
国
内
の
沖
縄
論
議
は
活
性
化
し
て
い
た
。
六
九
年
一
月
末
に
は
日
丞
泉
都
会
議
が
開
か
れ
、
民

（
川
）

間
人
中
心
に
基
地
機
能
の
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
の
会
議
で
は
基
地
問
題
研
究
会
（
首
相
の
諮
問
機
関
で
あ
る
沖
縄
問
題
等
懇
談
△
云
に

設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
。
）
の
久
住
忠
夫
が
報
告
し
、
ア
メ
リ
カ
側
が
沖
縄
基
地
の
「
核
付
き
自
由
使
用
」
を
主
張
す
る
根
拠
を
疑
問
視

し
て
い
た
。
久
住
報
告
は
、
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
が
ゲ
リ
ラ
戦
に
お
け
る
核
抑
止
力
の
非
効
率
性
を
示
し
た
、
と
し
て
、
兵
器
技
術
の
発

展
を
も
踏
ま
え
た
上
で
沖
純
に
核
を
配
備
す
る
必
要
が
殆
ど
な
い
、
と
主
帳
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
会
議
で
は
討
議
の
内
容
は
非
公
開
で

あ
っ
た
が
、
討
議
後
の
記
者
会
見
と
報
告
の
概
要
は
報
道
さ
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
こ
の
時
期
、
沖
縄
現
地
の
情
勢
は
予
断
を
許
さ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
前
年
二
月
に
嘉
手
納
空
軍
基
地
で
起
き
た
Ｂ
‐

皿
爆
撃
機
墜
落
事
故
が
契
機
と
な
り
、
沖
縄
現
地
で
は
嘉
手
納
基
地
に
常
駐
し
て
い
た
Ｂ
－
皿
機
の
引
き
上
げ
を
要
求
す
る
ゼ
ネ
ス
ト
の

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
（
二
）
（
河
野
）

一一一一一一

第
二
節
国
内
状
況
ｌ
国
会
論
議
を
中
心
に
（
一
九
六
九
年
二
月
Ｉ
三
月
）
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沖
細
現
地
が
緊
迫
す
る
情
勢
を
迎
え
る
な
か
で
、
国
会
論
議
も
沖
繩
に
関
心
を
高
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て

の
国
会
論
議
を
検
討
し
て
お
こ
う
。
そ
の
背
景
と
し
て
愛
知
外
相
の
外
人
記
者
ク
ラ
ブ
ス
ピ
ー
チ
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
先
に
見
た
非
公

式
会
談
で
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
に
対
し
暫
定
的
な
現
状
維
持
方
式
に
言
及
し
た
愛
知
外
相
は
、
そ
の
後
、
こ
の
方
式
に
対
す
る
世
論
の
喚
起

（
Ⅳ
）
 

を
試
み
て
い
た
。
愛
知
外
相
は
一
月
一
一
一
一
日
、
外
人
記
者
ク
ラ
ブ
で
ス
ピ
ー
チ
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
愛
知
は
「
返
還
後
の
沖
縄
米

軍
基
地
を
一
定
期
間
、
現
状
の
ま
ま
で
維
持
す
る
選
択
肢
」
に
言
及
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ス
ピ
ー
チ
は
国
内
の
主
要
紙
で
報
道
さ

れ
た
が
、
こ
れ
に
対
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
反
応
は
必
ず
し
も
好
意
的
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
翌
日
の
読
売
新
聞
は
、
愛
知
の
ス
ピ
ー
チ
が

法
学
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二
四

計
画
が
浮
上
し
た
の
で
あ
る
。
ゼ
ネ
ス
ト
は
二
月
四
日
に
予
定
さ
れ
、
前
日
ま
で
に
よ
う
や
く
中
止
と
な
っ
た
が
一
部
が
決
行
に
至
っ
て

瀬
戸
際
で
収
拾
さ
れ
た
。
ゼ
ネ
ス
ト
が
決
行
さ
れ
た
場
合
の
基
地
機
屏
能
に
つ
い
て
は
、
数
時
間
に
わ
た
り
基
地
が
閉
鎖
さ
れ
る
事
態
が
予

想
さ
れ
、
デ
モ
隊
と
米
軍
の
衝
突
さ
え
懸
念
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
観
察
を
国
務
省
に
伝
え
た
公
電
は
、

。
Ｂ
－
皿
を
常
駐
さ
せ
る
こ
と
は
）
条
約
上
の
権
利
で
あ
る
が
、
（
ゼ
ネ
ス
ト
計
画
は
）
住
民
が
敵
対
的
で
あ
れ
ば
米
軍
が
基
地
の
自

由
使
用
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
し
ま
っ
た
。
沖
縄
の
復
帰
運
動
は
こ
う
し
た
瀬
戸
際
政
策
を
今
後
も
用
い
て
交
渉
に
影
響

を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
デ
モ
隊
に
死
者
が
出
る
よ
う
な
ら
ば
、
日
本
政
府
も
米
政
府
に
強
い
態
度
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う

な
れ
ば
沖
縄
問
題
と
安
保
条
約
廃
棄
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
連
結
す
る
で
あ
ろ
う
。
ゼ
ネ
ス
ト
に
は
地
元
の
広
い
支
持
が
あ
る
。
」

（
旧
）

と
述
べ
て
い
た
。
二
月
一
二
日
（
沖
縄
現
地
時
間
四
日
）
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
Ｂ
－
記
機
常
駐
に
対
す
る
沖
縄
現
地
の
反
発
は
、
か
ね

て
よ
り
国
務
省
の
懸
念
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
ス
ナ
イ
ダ
ー
は
ゼ
ネ
ス
ト
で
流
血
事
件
が
あ
れ
ば
施
政
権
返
還
の
タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル
と

交
渉
が
暗
礁
に
乗
り
上
げ
る
と
述
べ
て
、
Ｂ
－
皿
機
の
タ
イ
へ
の
移
駐
を
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
大
統
頗
特
別
柵
佐
官
に
対
し
て
提
案
し
て
い

（
川
）

た
の
で
あ
る
。
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（
肥
）

二
月
一
一
一
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
は
日
本
社
会
党
の
江
田
―
―
一
郎
議
員
と
佐
藤
首
相
の
間
で
質
疑
が
行
わ
れ
た
。

ま
ず
、
江
田
三
郎
が
一
月
の
下
田
武
三
駐
米
大
使
の
発
一
一
一
一
口
を
引
き
つ
つ
、

「
本
土
並
み
、
と
い
う
日
本
の
希
望
と
、
現
状
維
持
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
主
張
の
真
ん
中
に
歩
み
寄
る
こ
と
が
妥
当
、
と
い
う
下
田

発
言
は
首
相
の
意
を
体
し
て
の
発
言
か
。
」

と
質
問
し
た
。
こ
こ
で
下
田
大
使
の
動
向
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
と
、
一
月
に
帰
国
し
た
下
田
大
使
は
、
六
日
に
佐
藤
首
相
、
愛
知
外
相

と
会
見
し
、
そ
の
後
記
者
会
見
に
臨
ん
で
次
の
よ
う
な
下
田
試
案
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
返
還
後
の
沖
縄
基

地
で
は
戦
略
核
（
メ
ー
ス
Ｂ
ミ
サ
イ
ル
な
ど
地
上
固
定
基
地
）
を
撤
去
し
、
戦
術
核
配
備
と
ポ
ラ
リ
ス
潜
水
艦
の
寄
港
は
容
認
す
る
、
と

い
う
枠
組
み
と
し
、
こ
れ
を
基
地
の
自
由
使
用
と
い
う
形
で
米
軍
に
認
め
る
も
の
と
報
道
さ
れ
た
。
翌
七
日
の
主
要
紙
は
、
下
田
発
言
に

対
す
る
非
難
を
強
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
江
田
が
佐
藤
首
相
に
質
し
た
の
は
、
こ
の
点
で
あ
っ
た
。
佐
藤
は
、
下
田
大
使
を
信
頼
し
て
駐

米
大
使
に
任
命
し
て
い
る
が
、
そ
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
同
意
し
な
い
と
の
立
場
を
と
っ
た
。
し
か
し
、
続
け
て
江
田
は
、

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
（
一
一
）
（
河
野
）

一
二
五

同
じ
時
期
、
第
六
一
通
常
国
会
で
展
開
さ
れ
た
沖
縄
の
基
地
機
能
に
関
す
る
議
論
を
み
る
と
、
新
聞
各
紙
だ
け
で
な
く
野
党
の
立
場
も

沖
縄
に
対
す
る
特
別
の
取
決
め
構
想
（
「
暫
定
的
な
現
状
維
持
方
式
」
に
は
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
実
現
可
能
性

は
、
決
し
て
容
易
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
二
月
の
国
会
論
議
の
な
か
で
沖
縄
に
関
す
る
質
疑
の
内
容
を
検
討
し

れ
ば
、
愛
知
の
立
場
唾

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

同
じ
時
期
、
第
六

て
み
た
い
。

一
定
期
間
と
は
言
え
沖
縄
基
地
の
現
状
維
持
に
触
れ
た
こ
と
を
報
道
し
、
沖
縄
及
び
国
内
世
論
が
「
本
土
並
み
」
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す

“
ば
、
愛
知
の
立
場
は
世
論
を
分
断
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
七
○
年
問
題
の
紛
糾
に
繋
が
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
厳
し
い
立
場
を
示
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続
い
て
翌
二
月
四
日
に
は
、
同
じ
く
社
会
党
の
楢
崎
弥
之
肋
議
員
が
質
問
に
立
ち
、
暫
定
的
自
由
使
川
は
沖
縄
に
対
す
る
差
別
的
扱
い

（
旧
）

に
な
り
違
憲
で
は
な
い
か
、
と
の
非
難
を
強
め
て
い
た
。
こ
れ
に
対
す
る
佐
藤
首
相
の
答
弁
は
、
基
地
の
自
由
使
用
を
認
め
る
と
い
う
結

論
は
ま
だ
出
し
て
い
な
い
、
「
白
紙
」
で
あ
る
と
繰
り
返
す
に
留
ま
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
に
続
い
て
佐
藤
首
相
は
、
基
地
使
川
と
国
連
憲
章
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
触
れ
て
い
る
。

「
米
軍
が
基
地
を
使
っ
て
侵
略
的
行
動
を
す
る
場
合
の
事
前
協
議
に
は
ノ
ー
と
言
う
が
、
国
連
憲
章
の
も
と
に
お
け
る
行
動
の
場
合

は
、
相
談
の
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
」

つ
ま
り
、
佐
藤
首
相
は
国
連
憲
章
下
の
米
軍
の
行
動
に
つ
い
て
は
事
前
協
議
に
ノ
ー
と
言
う
の
で
は
な
く
「
相
談
の
余
地
が
あ
る
か
も

と
述
べ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
既
に
報
道
さ
れ
た
愛
知
外
机
の
「
暫
定
的
現
状
維
持
方
式
」
を
想
定
し
、
こ
れ
が
事
実
上
、
長
期
化
す
る
の

で
は
な
い
か
、
と
質
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
佐
藤
首
相
は
、

「
自
由
使
用
を
認
め
る
、
と
い
う
結
論
を
ま
だ
出
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
」

と
応
じ
、
基
地
の
態
様
に
つ
い
て
「
白
紙
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

つ
ま
り
江
田
の
質
問
は
、
既
に
報
道
さ
れ
て
い
た
暫
定
的
自
由
使
用
方
式
に
つ
い
て
強
い
懸
念
を
示
し
、
結
果
と
し
て
半
永
久
的
自
由

使
用
に
な
る
こ
と
を
見
通
し
て
こ
れ
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
佐
藤
首
相
は
、
こ
の
時
点
で
は
結
論
を
保
留
し
て
い
る
、

と
の
立
場
で
あ
っ
た
。
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ハ

両
抑
止
理
論
を
受
け
入
れ
る
以
上
、
論
理
的
帰
結
と
し
て
暫
定
的
に
沖
縄
基
地
の
自
由
使
用
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

或
い
は
そ
れ
が
暫
定
措
置
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
う
い
う
暫
定
と
言
う
意
味
は
半
、
水
久
的
に
続
く
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
。
」
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と
念
を
押
し
、
佐
藤
は
、
雄
地
の
態
械
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
「
白
紙
」
、
と
し
つ
つ
、
復
帰
の
際
に
は
恋
法
が
本
土
と
同
じ
よ
う
に

適
川
さ
れ
る
、
と
繰
り
返
し
た
。

こ
の
一
連
の
質
疑
を
見
る
と
、
ま
ず
、
野
党
の
立
場
は
、
社
会
党
だ
け
で
な
く
民
社
党
も
含
め
て
沖
縄
基
地
が
特
別
の
取
決
め
の
元
に

置
か
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
懸
念
を
表
明
し
、
こ
れ
に
否
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
国
会
論
議
で
は
、
も
し
特
別
の
取
決
め

が
適
用
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
沖
縄
に
対
す
る
明
ら
か
な
差
別
的
扱
い
で
あ
り
、
社
会
党
が
衝
い
た
よ
う
に
、
憲
法
と
の
関
連
が
問
題
視
さ

れ
か
ね
な
い
、
と
い
う
主
張
が
強
く
出
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
例
え
「
暫
定
期
間
」
に
限
っ
た
上
で
の
特
別
の
取
決
め
で
あ
っ
て

も
、
こ
れ
を
国
会
が
支
持
す
る
見
通
し
は
暗
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

沖
縄
返
遍
と
地
域
的
役
割
分
担
論
（
二
）
（
河
野
）

一
二
七

こ
の
一
連
の
説
明
で
政
府
は
、
事
前
協
議
制
度
の
運
用
に
つ
い
て
、
国
連
憲
章
の
も
と
で
、
つ
ま
り
韓
国
に
お
け
る
国
連
軍
に
対
す
る

攻
撃
に
在
日
米
軍
が
対
処
す
る
場
合
で
あ
れ
ば
、
日
本
政
府
が
肯
定
的
に
応
じ
る
可
能
性
が
あ
り
得
る
こ
と
を
示
唆
し
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

し
れ
な
い
」
と
し
、
言
外
に
日
本
が
事
前
協
議
に
イ
エ
ス
と
言
う
可
能
性
を
国
会
の
場
で
慎
重
に
示
唆
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

加
え
て
佐
藤
首
相
は
、
憲
法
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
と
し
て
高
辻
内
閣
法
制
局
長
官
の
発
言
を
促
し
た
。
高
辻
法
制
局
長
官
の
発
言
は

「
米
軍
が
国
連
憲
章
の
も
と
で
行
動
す
る
場
合
に
は
、
憲
法
違
反
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
」

続
い
て
質
問
に
立
っ
た
民
社
党
の
存
日
一
幸
議
員
は
、

「
本
土
と
沖
縄
の
地
位
を
、
本
土
と
の
間
に
何
ら
か
の
区
別
を
つ
け
る
こ
と
は
な
い
か
、
す
な
わ
ち
沖
縄
を
特
別
区
域
と
す
る
よ
う

な
こ
と
は
な
い
か
。
」

と
い
う
●
も
の
で
あ
っ
た
。
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さ
ら
に
国
連
憲
章
に
基
づ
く
米
軍
の
（
汀
動
で
あ
れ
ば
、
事
前
協
議
に
対
し
て
相
談
の
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
佐
藤
首
相

の
発
言
及
び
、
高
辻
内
閣
法
制
局
長
官
の
説
明
に
も
注
目
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
立
場
は
、
先
に
愛
知
外
相
が
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大

使
に
伝
え
た
立
場
二
月
一
○
日
）
と
符
号
す
る
も
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
愛
知
が
伝
え
た
通
り
、
佐
藤
首
相
は
韓
国
に
展
開
す
る
国
連
軍

支
援
の
目
的
で
あ
れ
ば
、
米
軍
に
よ
る
作
戦
←
口
吻
発
進
に
つ
い
て
事
前
協
議
で
肯
定
的
に
応
じ
る
決
断
を
し
て
い
た
。
こ
れ
を
考
え
る
と
、

国
会
答
弁
で
の
国
連
憲
章
へ
の
言
及
に
は
、
国
連
軍
支
援
の
正
当
性
を
示
唆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
前
協
議
に
は
イ
エ
ス
も
ノ
ー
も
あ
り

得
る
と
い
う
佐
藤
の
立
場
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
連
の
図
会
論
議
を
駐
日
大
使
館
の
オ
ズ
ポ
ー
ン
（
ｏ
四
ぐ
拭
○
８
．
日
）
公
使
は
ど
の
よ
う
に
観
察
し
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
オ
ズ
ボ
ー
ン
が
二
月
一
二
日
付
け
で
国
務
省
宛
に
送
っ
た
公
電
は
「
沖
繩
ｌ
日
本
政
府
の
立
場
と
政
治
的
文
脈
」
と
題
さ
れ
、

（
卯
）

ま
ず
国
内
世
斐
緬
が
返
還
に
つ
い
て
期
待
過
剰
で
あ
る
と
の
観
察
を
伝
え
て
い
た
。
し
か
し
同
時
に
、
オ
ズ
ボ
ー
ン
は
野
党
が
沖
縄
基
地
に

特
別
の
取
決
め
を
適
川
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
沖
繩
に
対
し
差
別
的
で
あ
り
述
遜
の
疑
い
が
あ
る
、
と
攻
撃
し
て
い
た
こ
と
に
も

触
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
佐
藤
は
国
会
答
弁
で
、
基
地
使
用
に
対
す
る
制
限
を
控
え
る
（
つ
ま
り
、
何
ら
か
の
特
別
の
取
決
め
を
設
け

る
ｌ
筆
者
注
）
と
い
う
選
択
肢
を
残
そ
う
と
し
て
野
党
の
説
得
を
試
み
た
が
、
成
功
し
な
か
っ
た
．
こ
の
よ
う
に
総
じ
て
ア
メ
リ
カ
大

使
航
は
、
特
別
の
取
決
め
の
見
通
し
に
つ
い
て
国
会
の
状
況
が
決
し
て
楽
観
的
で
は
な
い
こ
と
を
ワ
シ
ン
ト
ン
に
伝
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
ア
メ
リ
カ
大
使
館
が
国
会
の
沖
縄
論
議
を
逐
一
ワ
シ
ン
ト
ン
に
伝
え
、
と
り
わ
け
野
党
の
立
場
を
詳
述
し
て
い
た
こ
と
は
、
国
務

省
が
一
九
六
○
年
の
安
保
条
約
を
め
ぐ
る
事
態
の
再
現
を
懸
念
し
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

国
会
質
疑
を
通
し
て
佐
藤
首
相
は
、
そ
の
後
、
次
第
に
沖
縄
返
還
と
安
保
条
約
論
議
の
連
関
を
示
唆
し
始
め
る
。
良
く
知
ら
れ
る
通
り
、

（
即
）

一
一
一
月
一
○
日
の
国
会
答
弁
で
佐
藤
首
相
は
、
返
還
後
の
沖
縄
の
基
地
機
能
は
「
核
抜
き
、
本
土
並
み
」
と
受
け
取
れ
る
発
一
一
一
一
口
を
し
た
。
佐
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藤
の
答
弁
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

「
沖
繩
の
舩
地
機
能
を
そ
の
ま
ま
今
後
排
呼
続
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
大
変
な
変
化
で
あ
る
。
条
約
改
訂
な
し
に
そ
う
い
う
こ

と
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
逆
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
沖
繩
が
帰
っ
て
く
れ
ば
、
当
然
日
本
の
恵
法
も
、
ま
た
安
保
条
約
も
そ

の
地
域
に
そ
の
ま
ま
適
用
に
な
る
ん
だ
、
こ
れ
が
普
通
の
考
え
方
で
あ
る
か
ら
、
別
な
取
り
決
め
が
あ
れ
ば
、
そ
の
改
正
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
も
う
常
識
的
に
当
然
な
帰
結
で
あ
る
。
」

続
く
三
月
十
七
日
の
参
議
院
本
会
議
で
佐
藤
肯
胴
は
、
社
会
党
の
北
村
議
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
し
た
。
佐
藤
は
、
於
地
の
態
様
に

（
狸
）

つ
い
て
は
依
然
と
し
て
白
紙
と
し
つ
つ
、
し
か
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
説
明
を
し
た
。

「
沖
縄
が
復
帰
す
れ
ば
、
わ
が
国
の
憲
法
は
そ
の
ま
ま
沖
純
に
も
適
川
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
特
別
の
取
り
決
め

を
し
な
い
限
り
、
安
全
保
障
条
約
も
ま
た
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
も
の
と
ご
理
解
願
い
ま
す
。
（
中
略
）
。
事
前
協
議
に
お
い
て
は
、
ノ

ー
と
言
う
場
合
も
あ
り
イ
エ
ス
と
い
う
場
合
も
あ
り
（
中
略
）
ど
の
よ
う
な
場
合
に
ノ
ー
と
一
一
一
一
口
い
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
イ
エ
ス
と
言

う
か
（
中
略
）
は
あ
く
ま
で
も
わ
が
国
の
国
益
の
面
か
ら
政
府
が
自
主
的
に
判
断
し
て
決
め
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
」

こ
こ
で
は
「
本
土
並
み
」
に
関
す
る
説
明
を
従
来
か
ら
一
歩
進
め
て
、
憲
法
と
自
衛
隊
法
の
適
用
に
加
え
日
米
’
安
全
保
障
条
約
の
適
用

に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
沖
縄
基
地
に
安
保
条
約
が
そ
の
ま
ま
適
川
さ
れ
る
と
の
見
通
し
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
条

約
に
つ
い
て
の
肯
定
的
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
次
の
答
弁
で
一
Ｍ
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

「
沖
縄
は
米
国
の
施
政
権
下
に
お
い
て
は
米
華
、
米
韓
、
米
比
、
Ａ
Ｎ
Ｚ
Ｕ
Ｓ
等
の
相
互
防
衛
条
約
の
適
用
下
に
あ
り
ま
す
が
、
返

還
後
は
こ
れ
か
ら
脱
し
て
日
米
’
安
保
条
約
の
適
川
を
受
け
る
の
み
と
な
り
、
本
土
と
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」

ち
な
み
に
、
こ
の
三
川
一
七
日
の
答
弁
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
の
堂
之
脇
事
務
官
か
ら
ア
メ
リ
カ
大
使
館
に
向
け
て
、
こ
の
答
弁
内
容

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
請
三
）
（
河
野
）

一
二
九
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「
安
保
条
約
と
在
日
米
軍
蕊
地
の
短
命
化
、
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
終
結
後
に
向
け
た
日
本
の
協
力
が
得
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
、
日
本

が
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
政
治
的
、
経
済
的
、
外
交
的
自
立
要
求
を
高
め
る
こ
と
、
」

な
ど
と
さ
れ
て
い
た
。
オ
ズ
ポ
ー
ン
は
、
佐
藤
首
相
の
三
月
発
言
を
受
け
入
れ
る
こ
と
の
露
事
的
コ
ス
ト
は
高
い
が
、
し
か
し
、
そ
の
ダ

メ
ー
ジ
は
政
治
的
経
済
的
外
交
的
ダ
メ
ー
ジ
に
比
べ
れ
ば
、
扣
対
的
で
あ
る
。
日
本
が
提
起
す
る
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
を
拒
絶
す
る
コ
ス
ト
は

な
る
の
で
あ
る
。

四
月
一
二
日
“ 法
些
韮
哩
林
第
一
○
六
巻
第
三
号

一
三
○

が
佐
藤
に
よ
っ
て
慎
重
に
準
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
そ
の
要
点
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
、
大
使
館
の
注
意
を
促
し
て
い
た
の
で
あ

（
四
）

る
。
こ
の
示
唆
は
五
月
一
五
日
の
こ
と
で
あ
り
、
佐
藤
首
胴
の
交
渉
へ
向
け
た
姿
勢
を
ア
メ
リ
カ
側
が
注
目
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。

ｌ
、
政
府
の
姿
勢
は
、
未
だ
に
「
白
紙
」
で
あ
る
。

２
、
返
還
後
に
は
憲
法
適
用
が
自
然
で
あ
り
、
特
別
の
取
決
め
を
除
き
、
安
保
条
約
が
適
用
さ
れ
る
。

３
、
早
期
返
還
に
全
力
を
挙
げ
る
。

４
へ
事
前
協
議
に
イ
エ
ス
か
、
ノ
ー
か
、
は
日
本
の
国
益
に
照
ら
し
て
決
め
る
。

５
、
沖
縄
の
核
は
、
地
元
住
民
の
協
力
と
黙
認
次
第
で
あ
る
。

６
、
沖
縄
防
衛
は
日
本
の
義
務
で
あ
る
。

こ
の
数
か
月
後
に
は
佐
藤
首
柵
の
答
弁
が
、
次
第
に
安
全
保
障
条
約
に
つ
い
て
社
会
党
と
の
差
異
を
強
調
す
る
論
調
を
枕
め
る
こ
と
に

ソ
ン
会
談
で
、
「

（
割
）

い
た
。
そ
れ
は
、

二
日
付
け
公
電
で
こ
の
国
会
論
議
を
本
国
に
伝
え
た
ア
メ
リ
カ
大
使
館
の
オ
ズ
ボ
ー
ン
公
使
は
、
秋
に
予
定
さ
れ
る
佐
藤
ニ
ク

で
、
「
本
土
並
み
＋
ア
ル
フ
ァ
・
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
」
の
創
出
に
失
敗
し
た
場
合
を
予
想
し
て
、
次
の
よ
う
な
事
態
を
列
挙
し
て
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そ
の
頃
ワ
シ
ン
ト
ン
で
は
、
新
政
権
発
足
直
後
か
ら
Ｎ
Ｓ
Ｃ
（
Ｚ
目
・
息
］
の
①
目
臥
ご
○
・
目
旦
・
国
家
安
全
保
障
会
議
）
を
中
心
に
沖

縄
を
含
む
対
日
政
策
の
検
討
が
始
ま
っ
て
い
た
。
Ｎ
Ｓ
Ｃ
は
一
九
六
九
年
｜
日
ペ
Ｎ
ｓ
Ｓ
Ｍ
５
（
三
目
・
目
一
ｍ
の
。
□
『
ど
の
自
身
三
の
日
。
‐

（
調
）

『
：
ロ
ロ
ョ
⑰
）
農
］
ロ
ロ
ロ
コ
勺
○
一
一
８
霞
と
題
さ
れ
た
政
策
研
究
へ
向
け
た
指
示
を
出
し
て
お
り
、
こ
の
指
示
の
も
と
で
四
月
二
八
日
付
け
研
究

（
配
）

報
告
書
が
ま
と
め
ら
れ
た
。
こ
の
研
究
報
告
書
は
四
月
一
二
○
日
の
Ｎ
Ｓ
Ｃ
会
議
で
議
論
さ
れ
、
そ
の
後
、
こ
の
研
究
報
告
書
に
も
と
づ
い

て
五
月
に
ニ
ク
ソ
ン
大
続
航
が
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ｍ
Ｅ
（
Ｚ
目
○
口
巳
の
①
２
回
ｑ
□
の
○
画
・
口
）
［
の
ロ
〕
・
田
口
：
曰
］
い
）
を
正
式
決
定
し
た
。
Ｎ
Ｓ
Ｄ

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
（
二
）
（
河
野
）

一一一一一

受
け
入
れ
る
コ
ス
ト
よ
り
も
は
る
か
に
高
く
な
る
だ
ろ
う
、
と
伝
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
二
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
、
正
式
交
渉
開
始
に
先
立
つ
ア
メ
リ
カ
大
使
館
の
認
識
は
、
日
本
国
内
の
返
還
に
向
け
た
圧
力
を

強
調
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
端
的
に
言
え
ば
、
第
三
章
で
み
た
近
隣
諸
国
の
懸
念
を
背
景
と
し
た
脅
威
認
識
と
は
異
な
り
、
ア
メ
リ
カ
大

使
館
は
、
沖
縄
返
還
を
通
し
て
日
米
関
係
が
悪
化
す
る
こ
と
を
懸
念
し
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
基
地
機
能
の
相
対
的
低
下
と
い
う
軍
事

的
コ
ス
ト
と
、
返
還
合
意
に
失
敗
し
た
場
合
の
政
治
的
経
済
的
コ
ス
ト
の
比
較
考
量
が
大
使
館
の
認
識
を
裏
付
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
大

使
館
が
国
務
省
に
送
っ
た
情
報
は
、
国
会
論
議
の
中
で
沖
縄
返
還
に
当
た
り
特
別
の
取
決
め
を
適
用
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
こ

と
を
伝
え
て
い
た
。
こ
の
中
で
は
、
野
党
第
一
党
の
社
会
党
だ
け
で
な
く
民
社
党
な
ど
か
ら
の
厳
し
い
批
判
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
大
使
館
の
懸
念
の
一
つ
は
、
こ
こ
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
ア
メ
リ
カ
大
使
館
の
危
機
認
識

が
、
そ
の
ま
ま
本
国
政
府
を
動
か
し
た
訳
で
は
な
い
。
そ
こ
で
次
に
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
期
の
対
日
政
策
形
成
の
な
か
で
沖
縄
返
還
が
占
め

て
い
た
比
重
と
、
そ
の
実
態
を
考
察
し
て
み
た
い
。

第
三
節
東
郷
訪
米
と
ポ
ジ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
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東
郷
局
長
の
予
備
折
衝
は
四
月
二
八
日
か
ら
二
九
日
に
か
け
て
の
訪
米
時
に
行
わ
れ
た
。
こ
の
予
備
折
衝
で
東
郷
局
長
は
ポ
ジ
シ
ョ

ン
・
ペ
ー
パ
ー
を
携
行
し
、
旧
知
の
ス
ナ
イ
ダ
ー
と
会
談
し
て
そ
の
内
容
を
説
明
し
て
い
る
。
東
郷
局
長
は
そ
の
後
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー

大
統
領
特
別
補
佐
官
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
国
務
次
官
、
Ｄ
・
パ
ッ
カ
ー
ド
国
防
副
長
官
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
グ
リ
ー
ン
東
ア
ジ
ア
太
平
洋
問
題
担

当
国
務
次
官
補
、
な
ど
国
務
国
防
両
省
の
高
官
と
も
会
談
し
た
。

そ
こ
で
訪
米
に
際
し
て
米
側
に
示
さ
れ
た
ポ
ジ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
と
米
政
府
高
官
と
の
予
備
的
会
談
内
容
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

（
配
）

と
こ
ろ
で
ポ
ジ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
に
つ
い
て
は
佐
藤
首
相
の
首
席
秘
書
官
と
し
て
側
近
に
い
た
楠
田
實
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

会
談
で
あ
る
。

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
三
号

一一一一一一
（
幻
）

Ｍ
田
は
、
愛
知
訪
米
で
始
ま
る
正
式
交
渉
の
直
一
別
に
決
定
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
側
の
返
還
交
渉
へ
の
基
本
的
指
針
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
Ｎ
Ｓ
ｓ
Ｍ
５
に
関
す
る
研
究
報
告
書
の
一
部
に
は
、
一
九
六
九
年
一
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
、
日
本
側
か
ら
非
公
式
に
打
診

さ
れ
た
特
別
の
取
決
め
に
関
す
る
構
想
が
反
映
さ
れ
て
い
た
。
報
告
書
は
、
沖
縄
返
還
に
伴
う
基
地
機
能
の
変
化
に
つ
い
て
、
核
兵
器
関

連
と
通
常
兵
力
に
よ
る
作
戦
行
動
発
進
と
の
二
点
を
挙
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
四
点
な
い
し
五
点
の
選
択
肢
を
列
挙
す
る
か
た
ち
を
取

っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
選
択
肢
に
は
、
日
本
側
か
ら
非
公
式
に
打
診
さ
れ
た
特
別
の
取
決
め
構
想
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
一
月
一
○
日
の
愛
知
ジ
ョ
ン
ソ
ン
会
談
で
愛
知
外
相
か
ら
示
さ
れ
た
「
暫
定
的
現
状
維
持
方
式
」
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
研
究

報
告
書
の
提
出
と
ほ
ぼ
同
時
に
予
備
折
衝
の
た
め
ア
メ
リ
カ
を
訪
問
し
た
東
郷
文
彦
ア
メ
リ
カ
局
長
が
伝
え
た
日
本
側
の
立
場
も
検
討
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
東
郷
局
長
が
伝
え
た
立
場
は
、
「
暫
定
的
現
状
維
持
方
式
」
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
米
側
は
日
本
側
か
ら

の
打
診
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ま
ず
東
郷
文
彦
局
長
に
よ
る
予
備
折
衝
に
つ
い

て
考
察
し
て
み
た
い
。
考
察
の
中
心
と
な
る
の
は
、
東
郷
局
長
が
携
行
し
た
ポ
ジ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
及
び
、
東
郷
と
米
政
府
高
官
と
の
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「
ポ
ジ
シ
ョ
ン
・
ぺ
１
パ
ー
の
段
階
で
は
か
な
り
意
識
的
に
も
そ
の
線
（
佐
藤
首
相
の
三
月
一
○
日
国
会
答
弁
Ｉ
筆
者
注
）
に
近
付

い
て
い
た
よ
う
だ
が
、
米
政
府
筋
と
話
し
た
結
果
、
こ
れ
は
大
変
難
し
い
ぞ
、
と
い
う
こ
と
を
痛
感
し
た
ら
し
い
。
」

後
に
愛
知
外
相
が
ア
メ
リ
カ
大
使
館
の
Ｄ
・
オ
ズ
ボ
ー
ン
公
使
に
伝
え
た
通
り
、
ポ
ジ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
に
佐
藤
首
雇
柑
の
見
解
が
反

映
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
の
概
要
は
ア
メ
リ
カ
大
使
館
か
ら
国
務
省
宛
て
に

（
羽
）

送
ら
れ
た
事
前
の
公
電
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
公
電
の
日
付
け
は
四
月
二
六
日
と
な
っ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
東
郷
局
長
の
ワ
シ

ン
ト
ン
到
着
前
に
、
国
務
省
関
係
者
が
こ
れ
に
眼
を
通
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ポ
ジ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
は
一
○
項
目
か
ら

な
っ
て
お
り
、
第
四
項
で
、
返
還
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
．
九
七
二
年
よ
り
も
遅
く
な
い
時
期
」
と
し
、
返
還
の
条
件
と
し
て
「
沖
縄
の
米

軍
基
地
は
安
保
条
約
と
関
連
す
る
取
り
決
め
（
複
数
）
の
適
用
下
に
置
か
れ
る
こ
と
」
と
し
て
い
た
。
さ
ら
に
第
八
項
と
第
九
項
に
は
次

の
よ
う
な
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
佐
藤
首
相
の
意
向
と
考
え
ら
れ
る
内
容
及
び
、
愛
知
構
想
と
は
別
の
も
う
一
つ
の
特
別

の
取
決
め
構
想
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
第
八
項
は
、
日
本
国
内
に
は
次
の
よ
う
な
国
内
感
情
が
あ
る
と
し
て
、
三
点
を
挙
げ
て
い
た
。

ｌ
、
核
兵
器
に
対
す
る
強
い
国
民
感
情
。

２
、
主
権
国
家
と
し
て
日
本
の
領
域
か
ら
発
進
す
る
（
米
軍
の
）
作
戦
行
動
に
は
事
前
協
議
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
。

３
、
返
還
後
の
沖
縄
が
本
土
と
異
な
る
扱
い
を
受
け
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
感
情
。

こ
れ
ら
の
国
内
感
情
な
い
し
認
識
に
言
及
し
た
上
で
、
ペ
ー
パ
ー
は
日
本
政
府
が
’
本
土
と
沖
縄
の
政
治
的
実
態
に
考
慮
し
な
い
場
合
に

は
、
返
還
に
つ
い
て
世
論
の
支
持
と
理
解
を
得
る
こ
と
に
失
敗
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
沖
縄
基
地
の
効
果
的
使
用
が
確
保
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
こ
と
を
危
倶
す
る
、
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
三
）
（
河
野
）

一一一一一一一
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ポ
ジ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
で
注
目
す
べ
き
は
第
四
項
の
、
返
還
の
条
件
と
し
て
沖
縄
の
米
軍
基
地
が
「
安
保
条
約
と
関
連
す
る
取
り
決

め
（
複
数
こ
の
適
用
下
に
置
か
れ
る
、
と
し
た
こ
と
、
第
八
項
の
国
民
感
情
に
関
す
る
部
分
、
核
兵
器
に
関
す
る
部
分
、
及
び
第
九
項

の
「
予
見
し
得
る
事
態
」
に
関
す
る
共
同
研
究
で
あ
ろ
う
。
第
八
項
に
つ
い
て
は
日
本
の
国
内
事
情
に
つ
い
て
の
政
治
的
配
慮
を
求
め
る

内
容
で
あ
り
、
返
還
時
の
核
撤
去
の
必
要
性
を
明
示
し
て
い
る
。
第
九
項
が
提
示
し
た
「
予
見
し
得
る
事
態
」
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
は
、
Ｎ
Ｓ

Ｓ
Ｍ
５
の
中
で
言
及
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

東
郷
局
長
は
二
八
日
に
は
Ｎ
Ｓ
Ｃ
の
ス
ナ
イ
ダ
ー
、
と
会
談
し
た
。
ス
ナ
イ
ダ
ー
と
の
会
談
は
長
時
間
に
渡
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ス

ナ
イ
ダ
ー
は
会
談
概
要
を
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
に
ま
と
め
て
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
に
宛
て
て
伝
え
て
い
た
。
そ
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
で
ス
ナ
イ
ダ
ー

は
、
日
本
が
交
渉
を
安
易
に
見
通
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
危
倶
に
加
え
て
、
外
務
省
は
米
側
の
問
題
を
理
解
し
て
い
る
が
、
政

（
列
）

治
家
、
と
く
に
佐
藤
首
相
に
そ
れ
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
た
。
こ
の
指
摘
は
、
ス
ナ
イ
ダ
ー
が
外
務
省
事

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
三
号

一
三
四

続
く
第
九
項
で
は
、
米
側
と
の
協
議
を
希
望
す
る
点
と
し
て
、
二
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。

ｌ
、
日
本
政
府
は
返
還
後
の
沖
縄
に
核
兵
器
を
、
水
久
的
に
配
備
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
、
と
結
論
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
現
在
、

核
兵
器
が
配
備
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
返
還
時
ま
で
に
は
撤
去
す
る
必
要
が
あ
る
。
核
の
持
ち
込
み
（
旨
［
Ｂ
Ｑ
Ｐ
８
ｏ
ｐ
）
に

つ
い
て
は
事
前
協
議
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。

２
、
返
還
後
の
事
前
協
議
に
つ
い
て
は
、
米
軍
基
地
の
作
戦
（
口
動
発
進
の
為
の
使
用
は
事
前
協
議
に
従
う
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
、
両

国
政
府
が
作
戦
行
動
使
用
に
関
す
る
「
予
見
し
得
る
事
態
」
を
共
同
で
研
究
し
た
い
（
旨
の
葛
。
ｍ
・
ぐ
・
目
白
・
貝
⑪
ゴ
筐
一
・
日
（
ご

『
の
ａ
の
ゴ
開
○
局
の
⑦
８
ウ
』
の
８
⑪
。
の
。
伶
巨
、
の
命
○
局
８
日
ご
日
○
℃
の
３
画
○
口
⑫
．
）
。
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キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
補
佐
官
が
東
郷
局
長
と
の
短
時
間
（
約
一
五
分
間
）
の
会
見
で
ス
ナ
イ
ダ
ー
の
提
言
を
ど
こ
ま
で
受
け
入
れ
た
か
は

分
か
ら
な
い
。
東
郷
局
長
は
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
補
佐
官
に
加
え
て
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
国
務
次
官
、
パ
ッ
カ
ー
ド
国
防
副
長
官
な
ど
の
ア
メ
リ

カ
政
府
高
官
と
の
間
で
会
談
を
行
っ
た
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
国
務
省
か
ら
駐
日
大
使
館
に
宛
て
て
五
月
一
日
付
け
で
送
ら
れ
た
公

（
剖
）

電
が
概
要
を
伝
え
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
ポ
ジ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
と
の
重
複
も
含
め
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

ず
、
東
郷
局
長
が
米
側
に
伝
え
た
点
は
、
公
電
に
よ
れ
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

－
、
一
九
七
二
年
よ
り
遅
く
な
ら
な
い
時
期
に
返
還
を
実
施
す
る
。
返
還
後
の
沖
繩
に
は
、
安
保
条
約
を
関
連
取
決
め
と
共
に
適
用
す

る
。
関
連
取
り
決
め
の
例
と
し
て
は
、
一
九
六
○
年
の
事
前
協
議
制
度
が
あ
る
。

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
（
二
）
（
河
野
）

一
三
五

務
レ
ベ
ル
と
佐
藤
首
相
及
び
官
邸
の
政
治
レ
ベ
ル
の
間
で
政
策
上
の
温
度
差
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
せ

る
も
の
で
あ
る
。
ス
ナ
イ
ダ
ー
は
、
東
郷
と
の
会
談
で
は
強
硬
な
路
線
で
対
応
す
る
こ
と
を
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
補
佐
官
に
向
け
て
提
言
し
、

こ
れ
を
次
の
三
点
に
ま
と
め
て
い
た
。

ｌ
、
ニ
ク
ソ
ン
政
椛
は
日
本
と
の
緊
密
な
関
係
を
望
ん
で
お
り
、
沖
繩
問
題
を
こ
の
文
脈
で
解
決
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
沖
純
問
題

は
、
現
在
、
最
も
高
い
関
心
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

２
、
し
か
し
沖
縄
問
題
は
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
基
本
的
な
安
全
保
障
問
題
で
あ
る
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
的
役
割
を
損
な
う
こ
と
は

ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
て
も
困
難
で
あ
る
。

３
、
Ｅ
Ｃ
ｌ
ｌ
２
ｌ
機
撃
墜
事
故
（
前
章
で
言
及
。
）
は
現
状
の
北
東
ア
ジ
ア
情
勢
に
固
有
の
危
険
性
と
沖
縄
基
地
の
重
要
性
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
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４
、
沖
縄
に
関
す
る
韓
国
の
関
心
に
つ
い
て
は
、
日
本
が
韓
国
に
対
し
て
返
還
は
日
米
二
国
間
問
題
で
あ
る
と
告
げ
て
お
い
た
。
日
本

と
し
て
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
韓
国
へ
情
報
を
出
す
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
。

５
、
東
郷
は
、
日
本
の
プ
レ
ス
に
向
け
て
日
本
政
府
は
安
保
条
約
と
関
連
す
る
取
り
決
め
を
返
還
後
の
沖
縄
に
適
用
す
る
こ
と
を
要
望

し
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
米
側
は
現
状
の
沖
縄
基
地
権
に
つ
い
て
の
譲
歩
を
全
く
示
さ
な
い
こ
と
を
、
繰
り
返
し
伝
え
て
い
た
。

東
郷
は
国
務
省
に
、
日
本
の
プ
レ
ス
に
楽
観
的
な
示
唆
を
与
え
て
い
な
い
と
説
明
し
た
。

こ
れ
ら
五
点
に
つ
い
て
、
国
務
省
は
大
使
館
に
向
け
て
次
の
よ
う
な
補
足
説
明
を
し
て
い
た
。
特
に
第
三
項
目
に
つ
い
て
、
東
郷
局
長

は
、
日
本
が
予
め
事
前
協
議
に
同
意
で
き
る
事
態
を
リ
ス
ト
に
し
、
こ
の
リ
ス
ト
に
基
づ
い
て
事
前
協
議
に
肯
定
的
に
応
じ
る
、
と
い
う

方
法
を
示
唆
し
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
国
務
省
は
リ
ス
ト
に
含
ま
れ
る
事
例
と
し
て
、
朝
鮮
半
島
及
び
、
ヴ
ィ
ェ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
緊
急

事
態
を
想
定
し
て
い
た
。
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
ア
メ
リ
カ
側
が
記
録
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
東
郷
は
、
現
在
日
本
政
府
は
沖
綱
に
適
用
で

き
る
全
て
の
「
特
別
の
取
決
め
」
を
「
公
表
す
る
こ
と
」
を
検
討
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
大
使
館
宛
て
公
電
に
よ
る
と
、
東
郷
に
対
し
て
米
側
か
ら
強
調
し
た
点
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
偶
然
の
符
合
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
か
、
米
側
か
ら
の
強
調
点
の
な
か
で
も
、
沖
縄
に
関
す
る
取
り
決
め
を
「
公
表
で
き
る
も
の
」
に
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が

法
学
志
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第
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２
、
日
本
が
沖
縄
の
核
貯
蔵
を
返
還
後
も
認
め
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
核
酔
虹
威
に
対
す
る
反
対
は
、
殆
ん
ど
絶
対
的
な
政

治
的
要
請
と
な
っ
て
い
る
。

３
、
通
常
兵
力
に
よ
る
作
戦
行
動
発
進
は
、
事
前
協
議
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。
佐
藤
首
相
は
国
会
で
、
「
特
別
の
取
決
め
」
の
可
能
性

に
言
及
し
て
お
り
、
日
本
側
ポ
ジ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
で
は
「
予
見
し
得
る
事
態
」
に
言
及
し
て
い
る
の
で
、
事
前
協
議
に
は
融

通
性
が
あ
る
。
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以
上
、
ポ
ジ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
と
米
川
高
官
と
の
会
談
概
要
か
ら
み
て
、
東
郷
訪
米
に
関
し
て
碓
認
す
べ
き
点
は
、
ま
ず
川
本
側
か

ら
返
還
後
の
沖
縄
基
地
に
安
保
条
約
と
関
述
取
決
め
を
通
川
す
る
、
と
の
打
診
で
あ
り
、
次
に
「
予
見
し
得
る
事
態
リ
ス
ト
」
の
示
唆
で

あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
一
月
に
愛
知
外
相
が
示
し
た
「
暫
定
的
現
状
維
持
方
式
」
は
全
く
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
次
節
で
検
討
す

る
Ｎ
Ｓ
Ｓ
Ｍ
５
研
究
報
告
書
で
は
「
沖
縄
返
還
」
の
部
分
で
、
ア
メ
リ
カ
側
オ
プ
シ
ョ
ン
を
列
挙
し
た
際
に
、
一
定
の
状
況
下
で
は
日
本

が
予
め
核
の
侍
込
禁
止
原
則
（
事
前
協
議
制
度
に
お
け
る
第
二
項
目
で
あ
る
「
装
備
の
変
更
」
で
あ
り
、
同
時
に
非
核
三
原
則
の
一
つ
）

を
放
棄
す
る
こ
と
を
認
め
る
可
能
性
に
触
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
発
想
と
し
て
は
ア
メ
リ
カ
側
が
事
前
協
議
制
度
の
適
用
緩
和
を
求
め
る

際
に
、
緩
和
が
必
要
に
な
ろ
う
と
思
わ
れ
る
事
態
を
予
め
リ
ス
ト
化
し
て
お
き
、
そ
う
し
た
事
態
で
は
自
動
的
に
事
前
協
議
を
省
略
で
き

る
、
と
い
う
方
法
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
東
郷
ポ
ジ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
の
影
響
を
読
み
と
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。

と
も
あ
れ
結
果
と
し
て
Ｎ
Ｓ
Ｃ
研
究
報
告
書
は
、
東
郷
が
示
唆
し
た
「
予
見
し
得
る
事
態
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
」
に
言
及
す
る
こ
と
と
な
っ

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
三
）
（
河
野
）

一
三
七

指
摘
さ
れ
て
い
た
。

ｌ
、
沖
縄
基
地
は
日
本
防
衛
と
東
ア
ジ
ア
の
安
全
保
障
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
こ
の
軍
事
的
能
力
と
抑
止
力
の
低
下
を
、
事
実
と

し
て
も
外
観
に
し
て
も
防
ぐ
こ
と
が
両
国
の
利
益
で
あ
る
。
米
側
は
核
と
通
常
兵
器
の
双
方
、
お
よ
び
北
東
ア
ジ
ア
地
域
に
つ
い

て
の
特
別
な
関
心
を
明
ら
か
に
し
た
。
北
朝
鮮
の
攻
撃
的
政
策
に
も
言
及
し
た
。

２
、
友
好
国
と
敵
対
国
の
双
方
に
正
確
な
シ
グ
ナ
ル
を
送
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
沖
縄
に
関
す
る
ど
の
よ
う
な
取
り
決
め
も
、
解
釈

の
間
違
い
を
最
小
限
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
「
公
表
で
き
る
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

３
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
議
会
と
世
論
に
対
し
て
日
本
の
拒
否
に
よ
っ
て
沖
縄
基
地
使
用
が
出
来
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と

は
難
し
い
。
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た
。
そ
の
詳
細
は
次
節
で
検
討
す
る
通
り
で
あ
る
。

第
三
章

（
１
）
若
泉
敬
著
『
他
簸
ナ
カ
リ
シ
ヲ
信
ゼ
ム
ト
欲
ス
』
（
文
蕊
春
秋
、
一
九
九
四
年
）
、
三
一
七
頁
。
一
九
六
九
年
八
月
一
三
日
に
若
泉
と
会
見
し
た
際
に
、
佐

藤
首
相
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
事
前
協
議
に
つ
い
て
は
、
輔
国
の
場
合
、
自
分
は
イ
エ
ス
と
い
う
の
は
当
然
だ
と
考
え
て
い
る
、
と
（
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
に
）

言
っ
て
お
い
た
。
あ
そ
こ
に
は
、
国
連
軍
が
二
個
師
団
い
る
ん
だ
か
ら
、
国
迎
に
協
力
す
る
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
」
な
お
、
佐
藤
首
相
は
、
こ
れ
に
先
立
つ
七

月
三
一
日
、
訪
日
中
の
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
国
務
長
官
と
約
一
時
間
、
官
房
長
官
も
交
え
ず
に
通
訳
の
み
を
入
れ
て
会
談
し
て
い
た
。
伊
藤
隆
監
修
「
佐
藤
榮
作
日
記

第
三
巻
」
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
八
年
）
。
四
八
一
頁
。

（
２
）
若
泉
箸
、
同
右
○
佐
藤
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
「
た
だ
、
台
湾
に
つ
い
て
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ー
ヶ
に
書
く
こ
と
に
は
反
対
し
た
ん
だ
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
書
か
な
く
て
も
、
日
本
を
信
頼
し
て
く
れ
、
と
言
っ
て
お
い
た
。
（
後
略
）
」

（
３
）
佐
藤
首
相
が
外
務
省
に
対
し
て
不
信
感
を
持
っ
て
い
た
、
と
の
認
識
の
一
例
と
し
て
若
泉
敬
著
が
あ
る
。
’
九
六
九
年
六
月
二
一
日
に
佐
藤
首
相
と
面
会

し
た
若
泉
は
、
佐
藤
が
「
外
務
省
に
交
渉
を
任
せ
て
お
く
こ
と
に
不
安
げ
」
で
あ
っ
た
、
と
観
察
し
て
い
た
。
二
七
二
頁
。
福
井
治
弘
「
沖
縄
返
還
交
渉
ｌ

日
本
政
府
に
お
け
る
決
定
過
程
」
（
日
本
国
際
政
治
学
会
編
「
国
際
政
治
五
二
号
、
沖
縄
返
還
交
渉
の
政
治
過
程
」
有
斐
閣
、
一
九
七
五
年
）
に
も
同
様
の

Ｚ
。
．
］
□
Ｃ
ｓ
雪

（
８
）
・
・
曰
ユ
ロ
幻

（
５
）
河
野
康
子
「
沖
縄
返
還
交
渉
と
地
域
的
役
割
分
担
論
（
一
）
」
（
法
政
大
學
法
堅
志
休
協
会
『
法
學
志
林
』
第
一
○
六
巻
一
号
、
二
○
○
八
年
）
五
’
六
頁
。

（
６
）
例
え
ば
次
の
公
麺
が
あ
る
。
句
８
日
目
○
百
○
［
ｏ
の
の
ｏ
の
日
［
の
．
可
の
ケ
・
』
．
」
Ｃ
ｓ
・
○
の
日
日
］
可
○
門
の
】
召
で
○
一
一
２
コ
一
の
⑪
．
ご
ヨ
ー
】
。
＄
・
勺
○
Ｆ
巳
河
忌
口
届
・

河
の
＄
・
Ｚ
目
・
目
］
シ
Ｈ
ｇ
ゴ
の
⑪
６
○
一
一
の
、
⑦
で
③
『
六
．
三
四
ｑ
一
目
□
．
（
以
下
、
ズ
ン
・
○
○
二
の
い
の
勺
閂
穴
・
菖
色
ｇ
］
：
。
．
と
略
記
心
）

（
７
）
愛
知
外
柵
は
ア
レ
ク
シ
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
と
の
非
公
式
会
見
で
、
こ
の
立
場
を
伝
え
て
い
た
。
○
口
こ
の
．
（
８
日
目
・
固
・
８
②
の
。
②
§
の
．
］
目
・
口
・

』
や
＄
．
ｚ
四
国
。
■
四
」
⑫
の
。
ロ
ユ
ｑ
シ
Ｒ
宣
く
の
．
」
口
、
。
司
心
斡
旦
司
岑
⑩
ロ
ミ
討
口
の
臼
蜀
町
田
慰
已
へ
。
ご
日
斡
。
②
②
８
乱
逗
・
ロ
討
巨
ｎ
句
目
。
冒
汁
『
甸
冒
『
８
園
〉
』
ｂ
ｐ
Ｃ
１
Ｂ
『
画
［
潔
の
シ
］

記
述
が
あ
る
ｃ

（
４
）
六
月
の
垂

渉
に
臨
ん
だ
。

六
月
の
愛
知
訪
米
以
後
、
佐
藤
首
相
の
意
思
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
外
務
省
は
東
郷
局
長
を
中
心
に
国
務
省
と
の
交

愚
曰
ユ
ロ
幻
①
ロ
。
『
【
叩
○
六
ヨ
臼
困
。
”
の
ぐ
の
『
⑭
』
○
口
。
□
岳
の
句
３
日
、
貝
口
の
Ｈ
・
・
・
三
の
ョ
○
国
ゴ
ロ
ロ
ョ
・
□
の
８
口
】
ワ
の
【
展
・
］
や
ｇ
ｚ
Ｐ
〔
一
○
口
巴
の
①
。
Ｐ
ユ
。
』
肯
○
国
『
の
．

一
○
二
頁
。

八
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（
肥
）
我
部
政
明
前
掲
書
二
五
頁
。
一
九
六
九
年
七
月
一
七
日
の
愛
知
・
マ
イ
ャ
ー
会
談
で
、
愛
知
外
相
は
こ
の
非
公
開
議
事
録
の
解
消
を
提
案
し
た
。

（
Ⅳ
）
○
濤
冒
…
蜜
の
腕
・
…
・
亘
吻
１
門
・
園
冨
…
堂
・
劃
の
ヨ
ワ
：
ご
Ｓ
６
の
…
｜
司
・
忌
曾
祠
・
’
一
…
一
一
＄
ご
ｓ
‐
屋
＄
・
祠
○
口
。
圀
息
宛
圏

Ｚ
Ｐ
ｏ
ｏ
」
』
の
輯
の
勺
胃
〆
昌
四
ｑ
］
目
。
．

（
旧
）
一
九
六
六
年
五
月
、
国
務
省
と
国
防
省
が
、
ま
ず
那
覇
に
お
け
る
パ
ス
ポ
ー
ト
発
行
に
つ
い
て
日
本
政
府
と
の
合
意
に
達
し
た
。
そ
の
後
の
日
米
協
議
委

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
（
二
）
（
河
野
）

一
三
九

］
□
ｓ
ｓ
『
・

（
肥
）
我
部

（
Ⅳ
）
○
画
凶

（
、
）
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権
下
の
沖
縄
構
想
の
一
つ
を
示
す
も
の
と
し
て
、
次
の
文
書
が
あ
る
。
頁
の
目
・
日
日
月
忌
・
『
ｓ
Ｃ
ｍ
ｇ
Ｈ
の
（
胃
ぺ
・
［
ロ
⑦
［
ｇ
⑫
の
（
”
・
富
○
三
四
’

曰
、
国
）
守
。
ｇ
少
の
凶
の
国
日
②
の
○
『
の
菌
『
『
。
｛
□
の
命
の
ど
の
の
（
］
○
ゴ
ゴ
三
ｏ
ｚ
ロ
ロ
、
三
。
。
）
．
．
、
元
の
ぐ
の
『
の
一
○
コ
。
｛
。
【
ヨ
ロ
君
国
⑫
ゴ
ロ
夢
の
、
。
□
ご
印
芹
Ｃ
］
⑫
ｂ
騨
口
ご
］
ｐ
ｐ
Ｃ
Ｅ
・

」
①
雪
『
ｚ
山
ご
Ｃ
息
］
の
⑰
２
【
ご
シ
『
、
三
コ
の
．
ご
苞
．
．
［
ｚ
の
シ
］
三
・
・
］
ｑ
ｇ
ｇ
］
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権
下
の
国
際
問
題
担
当
国
防
次
官
補
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ン
・
マ
ク
ノ

ー
ト
ン
は
マ
ク
ナ
マ
ラ
国
防
長
官
宛
に
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
を
書
き
、
現
在
、
省
間
会
議
で
沖
縄
返
還
に
つ
い
て
研
究
中
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
こ
の
研
究
が
ア
メ

リ
カ
が
適
当
な
時
期
に
日
本
に
沖
縄
返
還
を
申
し
入
れ
、
特
別
基
地
協
定
で
作
戦
行
動
な
ど
の
自
由
を
確
保
す
る
こ
と
を
提
一
一
一
一
口
し
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
た
。

河
野
康
子
、
前
掲
論
文
、
三
五
頁
。

（
Ⅲ
）
東
郷
文
彦
『
日
米
外
交
一
一
一
十
年
』
（
世
界
の
動
き
社
、
’
九
八
二
年
）
一
六
一
～
’
六
三
頁
。

（
⑫
）
Ｎ
Ｓ
ｓ
Ｍ
五
、
二
］
§
§
呵
○
屋
２
．
．
シ
ロ
ュ
］
画
Ｐ
』
ｃ
ｇ
ｚ
ｇ
』
。
ｇ
｝
の
①
８
１
口
シ
円
冨
ぐ
の
．
§
・
○
量
［
ｚ
⑫
シ
］
三
○
・
］
□
Ｅ
Ｃ
Ｂ
・

（
卿
）
第
六
一
国
会
参
議
院
本
会
議
録
昭
和
四
○
年
一
一
一
月
一
七
日
〕
佐
藤
首
相
の
北
村
暢
に
対
す
る
答
弁
。

（
Ｍ
）
。
。
Ｓ
ゴ
の
○
六
ヨ
ロ
ョ
ｍ
ｚ
の
、
○
は
ｇ
】
（
）
ロ
⑪
弓
シ
Ｐ
晩
・
鴎
・
己
ｇ
旨
Ｚ
⑫
ｏ
句
』
一
Ｃ
印
・
Ｚ
貰
口
の
句
」
］
の
⑭
．
、
ロ
Ｃ
丘
Ｃ
【
・
飼
・
ｒ
□
ｏ
渥
困
岸
・
Ｚ
員
。
□
勺
目
巴
Ｐ
Ｃ
ロ
ー
Ｐ
」
菖
僅
［
⑥
ユ
巳
⑪

⑳
国
威
ｚ
シ
・
○
・
一
一
の
的
の
勺
閏
丙
・
冨
騨
ｑ
」
目
。
。
な
お
、
朝
鮮
議
事
録
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
。
坂
元
一
哉
『
日
米
同
盟
の
絆
」
（
有
斐
闇
、
二
○
○

○
年
）
．
倉
田
秀
也
「
日
米
韓
安
保
提
携
の
起
源
ｌ
「
韓
国
条
項
』
前
史
の
解
釈
的
函
横
討
」
（
日
韓
歴
史
共
同
研
究
委
員
会
「
日
韓
歴
史
共
同
研
究
報
告
書

（
第
３
分
科
編
）
」
第
Ⅲ
巻
、
二
○
○
五
年
）
。
我
部
政
明
「
沖
縄
返
還
と
は
何
だ
っ
た
の
か
』
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
プ
ッ
ク
ス
、
二
○
○
○
年
）
第
三
章
。
な
お
、
施
政
権

返
還
交
渉
の
全
体
像
に
つ
い
て
最
も
詳
細
な
の
は
、
以
下
の
二
点
。
細
谷
干
博
「
イ
コ
ー
ル
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
へ
の
道
一
九
六
○
’
’
九
七
二
年
」

（
細
谷
干
博
藍
修
『
日
本
と
ア
メ
リ
カ
ー
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
五
○
年
』
ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ
、
二
○
○
一
年
）
。
中
島
琢
磨
「
佐
藤
政
権
廟
の
日
米
安
全

保
障
関
係
」
（
日
本
国
際
政
治
学
会
編
『
国
際
政
治
』
第
一
五
一
号
、
一
一
○
○
八
年
三
月
）
。

（
咀
）
宣
し
忌
冨
『
厨
】
汁
一
百
ロ
ロ
ロ
の
②
の
ｚ
の
㈹
。
蔑
閏
ご
ぬ
わ
○
の
三
○
コ
菖
亨
○
ｍ
す
］
の
。
Ｓ
金
圏
・
菖
凹
『
⑫
Ｐ
ご
ｓ
ｚ
ｇ
－
．
．
口
一
⑫
の
。
ロ
ユ
ョ
ン
「
○
三
ぐ
の
－
８
．
の
景
・
［
ｚ
の
シ
］
ｚ
○
・

ご
負
・
・
［
ｚ
め
し
］
三
○

（
９
）
（
７
）
と
同
じ
。

（
、
）
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政

日
、
国
）
守
。
ｇ
少
の
②

ｚ
ｐ
］
ロ
Ｃ
巴
暉
②
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（
鋼
）
可
Ｈ
ｏ
ｇ
ｍ
８
の
の
。
ロ
ー
ョ
ロ

（
郷
）
桶
川
宵
『
楠
田
實
日
記
」

（
狐
）
し
ｂ
乱
］
Ｐ
Ｓ
Ｓ
。
。
□
・
Ｑ
ｒ

（
師
）
前
掲
、
劉
論
文
（
二
）
。
一

（
瓠
）
ｚ
Ｃ
く
・
易
・
ぴ
ぽ
，
。

（
躯
）
以
下
の
記
述
は
、
劉
仙
姫
「
転
換
期
に
お
り
る
日
米
韓
関
係
ｌ
プ
ェ
プ
ロ
事
件
か
ら
沖
縄
返
還
ま
で
Ｉ
（
一
）
」
（
京
都
大
学
法
学
部
『
法
学
論
叢
」

第
一
五
八
巻
三
号
、
二
○
○
五
年
一
二
月
）
、
「
同
（
二
）
」
同
上
『
法
学
論
瀧
』
第
一
五
九
巻
一
号
、
二
○
○
六
年
四
日
ペ
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。

（
羽
）
句
８
日
、
の
Ｏ
Ｂ
［
○
ｍ
の
ｎ
ｍ
Ｂ
【
の
。
菖
僅
『
Ｃ
ロ
ゴ
・
＄
の
『
・
○
の
ロ
可
口
］
句
。
『
臼
的
。
勺
○
一
局
『
国
一
の
②
・
巳
①
『
－
ｓ
９
．
○
℃
．
。
ｒ
で
○
い
］
＠
幻
『
ｐ
Ｈ
の
。
”
。
⑫
ｃ
・
璃
把
〆
○
○
一
‐

グー、〆￣、〆￣、〆戸、〆戸、〆＝､〆■へ’－，〆へ←、ヂー、

３０２９２８２７２６２５２４２３２２２１２０ 
、－〆■－〆～〆～〆、￣、－〆、＝〆、‐〆、=〆、-〆、－〆

藷：霊悪寵Ⅷ

蕊霊竈窪鐵

（
四
）
（
８
日
目
＆
□
○
罠
Ｃ
Ｄ

』
の
輪
の
勺
日
〆
旨
口
ｑ
甘
口
。
．

』
の
い
の
勺
日
六
・
富
、
ｑ
一
口
。
。
．

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
三
号

一
四
○

員
会
で
琉
球
船
舶
が
川
本
国
旗
を
掲
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
合
意
さ
れ
た
。
○
の
貝
旦
司
。
『
の
）
的
ゴ
で
○
二
２
国
一
の
の
．
】
し
震
Ｉ
〕
①
８
勺
○
旧
己
幻
Ｋ
ｑ
帛
切
・
幻
。
＄
・

園
鈩
・
Ｃ
Ｏ
』
』
の
”
の
勺
回
鳥
・
旨
Ｐ
ｑ
百
口
。
．

、
）
（
Ｈ
Ｃ
Ｂ
日
日
ｂ
白
戸
ｏ
Ｃ
Ｄ
ｂ
健
司
［
ョ
の
づ
【
。
｛
い
［
貝
の
。
旨
い
『
○
す
碍
一
・
巳
の
『
。
（
ｕ
の
ゴ
ヰ
巴
司
。
『
の
一
い
。
で
○
一
一
。
『
。
］
の
⑪
。
］
①
②
『
Ｉ
】
①
＄
・
で
○
Ｆ
】
①
幻
ペ
ロ
［
の
・
幻
の
助
Ｐ
ｚ
シ
・
○
○
一
‐

］
口
］
】
陣
単
】
①
の
『
・
』
ワ
】
。
・
・

〕
戸
ご
函
ｍ
・
澤
＠
の
『
幻
・
浄
亘
○
・
・

少
巨
的
・
ゴ
。
ご
ｓ
・
－
ヶ
江
．
。

、
の
ｂ
［
・
』
蝉
昏
す
】
。
。
。

］
Ｐ
ｐ
の
⑭
Ｐ
』
⑪
①
『
・
》
す
艶
。
。
。

〕
ロ
」
『
⑭
『
口
澤
⑩
の
『
。
『
ケ
身
旦
。

］
ロ
」
く
Ｐ
。
①
①
『
・
》
す
一
口
。
。

可
Ｈ
ｏ
Ｈ
回
の
庁
○
の
の
。
Ｐ
一
三
【
口
『
ｎ
．
函
⑭
。
］
の
①
『
・
『
豆
。
・
・

桶
川
宵
『
楠
田
實
日
記
」
（
中
央
公
講
新
社
、
二
○
○
一
年
）

言
⑭
『
］
口
】
①
の
『
・
○
の
ロ
（
Ｈ
Ｐ
］
同
。
円
の
碕
口
勺
○
二
．
『
国
］
の
⑫
．
＄
の
ゴ
ー
』
①
９
．
勺
。
旧
』
①
幻
『
ロ
厨
・
幻
ｏ
ｍ
Ｐ
ｚ
抄
。
、
。
］
］
Ｃ
侭
①
勺
日
【
・
）
【
貰
已
］
②
ロ
ロ

「
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
る
政
治
と
外
交
」
（
蕊
凧
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）
二
四
四
頁
○

（
二
）
。
五
五
頁
。

一
一
二
三
頁
。
一
九
六
九
年
三
月
一
四
日
の
項
。
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第
四
章

（
１
）
我
部
政
明
前
掲
書
が
最
も
包
括
的
で
実
証
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

（
２
）
前
掲
層
ヨ
ュ
ロ
元
の
ロ
。
『
［
函
。
【
ご
豊
「
：
幻
の
ぐ
の
『
望
。
二
○
口
［
。
Ｃ
可
『
。
。
【
団
員
ゴ
の
「
：
Ｃ
の
◎
量
》
＄
＄
・
Ｚ
目
Ｃ
目
一
ｍ
の
２
１
コ
シ
『
。
ご
く
の
６
℃
・
巳
辱
・
［
ｚ
、
シ
］

」
ロ
白
。
⑬
⑭

（
３
）
僅
守
蔵

（
４
）
ご
○

（
５
）
冨
臼

ご
〔
“
円
く
」
②
ロ
。
。

０
 

（
妃
）
句
『
○
日

（
仰
）
台
湾
訪
問
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
．
．
⑫
ゴ
の
｝
Ｑ
の
『
‐
○
口
ａ
②
日
の
①
宮
口
加
昌
ｓ
ｏ
言
：
い
の
三
○
句
少
．
．
○
。
［
・
日
＄
ｇ
・
韓
国
訪
問
に
つ
い
て
は
、
以
下
。

●
 

句
８
日
の
①
Ｏ
Ｂ
Ｓ
の
Ｃ
Ｏ
、
【
ｇ
Ｐ
Ｚ
ｏ
く
の
ヨ
ワ
の
『
『
．
］
①
の
Ｐ
Ｃ
の
貝
圃
］
司
○
目
肩
口
勺
○
｝
】
。
］
。
’
の
⑪
。
ご
ヨ
ー
こ
の
む
．
勺
○
Ｆ
」
の
幻
『
ロ
扇
・
幻
の
＄
・
ヱ
ン
・
○
○
一
］
の
、
の
勺
胃
穴
。

グー、グー､￣、

`１６４５４`１－ 
－〆～夕～〆ロ

ロ

字．．`0．－９

（
鍋
）
可
８
日
勺
。
『
［
の
同
５
ｍ
の
Ｃ
ｍ
Ｂ
（
。
シ
□
『
一
一
］
Ｐ
】
①
ｇ
壼
○
□
・
○
一
〔
．
．

（
羽
）
前
掲
、
割
論
文
二
）
。
九
六
’
九
七
頁
。

（
⑭
）
可
『
Ｃ
Ｂ
ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｅ
［
。
⑫
の
、
の
斤
曾
の
シ
ロ
ユ
ー
］
唖
。
」
Ｃ
ｓ
・
Ｃ
ｂ
・
口
［
．
．

（
机
）
『
８
日
②
Ｄ
Ｃ
ロ
］
【
。
⑫
の
、
⑪
【
日
の
シ
ロ
ユ
Ｅ
ｍ
・
田
Ｓ
・
】
す
丘
：

（
佃
）
Ｑ
少
．
ｎ
両
ミ
ミ
ミ
ョ
慰
罵
、
§
Ｓ
ｍ
員
冒
貫
ｚ
○
・
ｓ
忠
へ
ｇ
・
シ
ロ
ュ
ー
］
⑭
．
＄
＄
・
ヱ
ン
・
Ｏ
Ｃ
』
一
Ｃ
胃
祠
閏
〆
・
筥
口
ｑ
一
目
。
．

（
綱
）
可
８
曰
の
①
。
■
］
８
ｍ
の
○
ｍ
同
厨
菖
昌
匿
・
］
や
ｇ
・
○
の
日
日
」
句
○
Ｎ
の
蒟
回
勺
。
］
－
２
国
一
Ｃ
⑭
．
］
垣
ヨ
ー
】
②
ｓ
・
で
○
Ｆ
】
①
冗
臣
ご
届
．
”
の
＄
・
ヱ
レ
．
、
○
一
」
の
的
Ｃ
勺
閏
炭
．
ご
“
９
，

麺
）
句
『
○
日
『
○
六
『
ｏ
８
の
①
◎
の
Ｂ
［
の
。
。
。
（
。
⑭
』
・
』
⑪
ｍ
Ｐ
ｚ
Ｃ
く
・
后
。
］
の
①
Ｐ
Ｃ
の
口
【
『
ロ
ー
丙
。
「
の
気
。
勺
○
一
房
『
句
邑
の
⑫
。
＄
の
ゴ
ー
＄
の
①
・
わ
○
旧
］
②
幻
く
こ
扇
・
幻
ｏ
ｍ
Ｐ
Ｚ
少
・
○
○
一
‐

］
の
開
や
閏
穴
・
菖
臼
ｑ
一
回
ゴ
ロ
．

こ
び
蔵
・

刃
）
ｚ
ｏ
Ｄ
ｇ
Ｃ
・
傍
。
］
煙
ロ
⑫
ご
印
○
オ
ヨ
、
愛
国
幻
の
ぐ
の
『
凶
。
■
・
・
・
ｚ
ｇ
】
。
□
巳
ｍ
Ｃ
Ｏ
Ｅ
ユ
［
『
シ
『
。
ご
く
の
。
ご
寓
浄
『
［
ｚ
の
シ
〕
Ｚ
。
．
］
□
Ｓ
ｃ
圏
．

。
）
冨
目
】
Ｃ
『
：
。
■
ョ
｛
。
「
［
ゴ
の
印
の
Ｑ
の
国
ご
Ｃ
【
□
の
ｍ
①
ロ
の
①
（
幻
・
言
Ｃ
ｚ
臼
『
目
３
）
才
○
ヨ
シ
②
⑪
】
の
忌
日
②
の
。
忌
白
ご
Ｃ
（
Ｃ
の
〔
の
ロ
の
の
（
」
○
コ
ゴ
三
ｏ
ｚ
四
月
頁
。
ｐ
）
・
屡
勾
Ｃ
，

く
の
２
．
口
。
〔
○
六
ヨ
目
「
四
目
Ｑ
［
ず
の
国
。
ｐ
旨
鷺
Ｃ
】
Ｐ
己
目
菖
］
ロ
ゴ
の
］
」
・
］
①
①
『
８
．
・
量
［
ｚ
の
シ
］
］
ロ
ｇ
①
巴
・
こ
こ
で
、
マ
ク
ノ
ー
ト
ン
次
官
補
が
、
現
在
、
進

沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
（
二
）
（
河
野
）

一
四
一

前
掲
、
割
論
文
（
二
）
。
五
七
頁
。

若
泉
、
前
掲
箸
。
三
六
二
頁
。

河
野
、
前
柵
論
文
の
注
。
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（
川
）
第
六
一
通
常
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
議
録
、
昭
和
四
○
年
二
月
三
日
。

（
⑬
）
同
右
、
昭
和
四
○
年
二
月
四
日
。

（
卯
）
二
・
○
片
ご
凹
勇
「
２
。
。
］
で
。
⑬
賃
。
□
脾
ロ
ロ
勺
○
｝
旨
８
］
ｎ
ｏ
員
の
鴬
．
．
○
ロ
ワ
］
の
．
句
の
ウ
・
局
．
］
＠
＄
》
Ｚ
胃
一
（
）
ロ
仁
一
、
Ｃ
○
ロ
ユ
ロ
レ
Ｒ
宣
く
の
｜
○
ご
・
＆
『
・
［
Ｚ
印
シ
］
］
□
Ｃ
ｓ
』
『

（
皿
）
第
六
一
通
常
国
会
参
議
院
予
算
委
員
会
議
録
、
昭
和
四
○
年
三
月
一
○
日
。

（
犯
）
同
右
、
参
議
院
本
会
議
録
、
昭
和
四
○
年
三
月
一
七
日
。

（
鯛
）
〔
『
○
日
目
。
【
『
。
【
。
②
の
。
、
［
貝
の
。
筥
口
『
田
・
巳
＄
・
○
の
。
【
日
］
句
。
「
の
｝
的
口
や
○
一
》
、
坦
国
］
８
』
や
①
『
Ｉ
』
の
９
．
勺
○
Ｆ
］
や
幻
田
口
扇
・
幻
の
＄
・
Ｚ
シ
・
Ｃ
Ｏ
一
一
の
い
の
で
口
『
六
・
二
口
『
，

（
肥
）
．
．
）
厨
一
○
【
円
い
の
こ
の
⑫
シ
コ
【
－
９
℃
閏
の
ロ
ロ
ロ
ユ
ロ
館
Ｓ
Ｃ
ｚ
の
鷺
の
頁
ヨ
●
の
①
〆
の
日
向
⑪
⑫
【
シ
⑭
苗
．
：
」
■
ゴ
ロ
⑬
『
臣
巨
・
』
の
①
少
司
８
日
”
】
ｏ
す
⑪
ａ
Ｆ
・
の
。
①
丘
⑩
『
【
。
【
】
脇
，

目
的
ｑ
・
潔
⑭
○
国
一
の
仇
・
Ｚ
白
日
の
国
］
Ｃ
ｍ
・
の
口
①
己
関
・
”
．
Ｆ
・
塚
冨
○
口
勺
円
の
②
江
の
日
賦
一
三
胃
の
ユ
巴
鋲
⑭
【
呉
〔
・
Ｚ
②
二
○
口
且
叱
肖
◎
豆
『
の
⑫
胃
○
○
一
一
Ｃ
い
Ｃ
勺
閏
〆
・
）
【
賀
己
四
口
Ｐ

（
Ⅳ
）
句
『
○
ロ
】
曰
○
〆
ぐ
ｏ
８
②
の
○
の
８
斤
の
》
」
凸
ゴ
ロ
色
「
望
麗
・
］
①
＄
・
Ｄ
Ｃ
口
［
日
一
同
。
【
の
碕
口
勺
○
一
】
○
『
国
一
の
⑫
。
］
の
ヨ
ー
］
や
＄
・
勺
○
い
ら
”
『
□
旨
の
．
宛
の
＄
・
ヱ
ン
・
○
○
一
一
の
い
の

（
Ｍ
）
日
米
京
都
会
議
に
つ
い
て
は
、
細
谷
、
前
掲
論
文
。
二
一
頁
。

（
旧
）
倉
ロ
ユ
ロ
尻
目
四
口
い
ず
】
づ
ご
○
六
一
．
口
演
「
口
。
宛
の
ぐ
ｃ
Ｈ
助
】
。
ｐ
員
。
く
の
日
の
ロ
（
。
．
．
Ｈ
貝
の
］
］
釘
の
。
○
の
Ｚ
。
（
の
．
の
Ｐ
句
⑮
丘
・
単
・
』
①
＄
・
ｚ
ｇ
］
○
口
②
］
い
の
Ｃ
Ｅ
ユ
コ
ン
「
Ｏ
ゴ
ー
ゴ
Ｐ
８
・
口
』
．
．

■
 

（
胆
）
前
掲
、
若
衆
箸
、
三
一
七
頁
。

（
旧
）
・
・
し
日
ケ
ロ
⑫
８
。
。
「
」
。
。
。
⑬
○
コ
⑭
司
肖
Ｃ
三
Ｃ
｝
』
○
巳
］
。
□
勺
ユ
ョ
の
昌
曰
厨
［
の
『
の
ｇ
ｏ
。
。
、
ｏ
Ｐ
ｄ
－
Ｃ
・
Ｓ
Ｓ
Ｓ
・
〕
⑭
Ｐ
届
守
」
の
＄
・
宣
臼
｝
。
。
⑪
一
②
の
Ｏ
ロ
ユ
ゴ
シ
『
Ｃ
冨
く
ゆ
８
．

．
 

（
川
）
ア
レ
ク
シ
ス
・

（
Ⅲ
）
（
９
）
と
同
じ
。

（
６
）
（
４
）
と
同
じ

（
７
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
記
事
を
参
照
。
『
朝
日
新
聞
』
二
○
○
八
年
六
月
四
日
。

（
８
）
農
司
巴
〆
三
】
岳
○
○
」
句
。
『
ヨ
ヨ
ど
○
三
‐
○
面
目
三
Ｐ
二
○
号
］
の
．
Ｂ
巴
麗
》
Ｏ
の
◎
・
農
・
］
や
ｇ
・
璽
貰
一
（
）
昌
一
の
ｃ
ｃ
員
】
ｑ
シ
Ｒ
言
「
の
．
ご
蔵
・
［
ｚ
の
シ
］

（
９
）
ｄ
尉
目
脇
】
○
．
量
（
ゴ
司
○
「
の
何
口
富
ご
厨
汁
の
『
ど
◎
三
・
・
・
○
呂
一
の
．
９
９
】
山
・
〕
回
ロ
・
匡
・
巳
＄
・
Ｚ
四
斤
】
ｏ
ｐ
ｐ
］
、
の
８
．
ｑ
ン
『
。
ご
く
の
．
（
ｃ
貧
．
．
［
ｚ
の
シ
］

（
川
）
ア
レ
ク
シ
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
『
ジ
ョ
ン
ソ
ン
米
大
使
の
日
本
回
想
』
（
草
思
社
、
一
九
八
九
年
）
二
二
一
～
二
二
三
頁
。

ａ
』
閾
・
［
ｚ
、
シ
］
］
ロ
Ｃ
』
○
＄

勺
⑬
刊
穴
。
シ
［
②
【
ぐ
百
口
。
・

ｑ
 

頁
。

法
学
志
休
第
一
○
六
巻
第
三
号

一
四
二

行
中
の
街
間
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
研
究
に
触
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
「
ス
ナ
イ
ダ
ー
・
レ
ポ
ー
ト
」
の
草
稿
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
河
野
、
前
掲
論
文
、
三
一

［
璃
⑫
シ
］
」
ロ
白
（
江
←

］
ロ
Ｃ
ｓ
笛

］
ｄ
Ｂ
ｇ
『
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（
釦
）
・
晨
鈩
已
己
○
一
口
一
日
目
（
諄
「
一
ｓ
ご
『
・
『
。
、
。
（
シ
ご
『
一
己
Ｐ
酋
己
Ｐ
ｇ
ｏ
員
」
⑰
日
ご
巳
。
⑫
）
へ
【
『
○
日
⑫
。
の
一
○
の
『
８
【
一
い
⑫
一
口
篇
『
・
Ｚ
の
○
国
］
の
⑩
．
ｚ
四
曰
の
国
」
の
、
》
の
ロ
臼
，

○
の
Ｈ
・
幻
・
炉
・
溺
貝
。
□
で
『
の
ｍ
こ
の
ゴ
ー
、
］
）
厨
［
の
『
区
⑫
⑫
臼
（
（
ヱ
ン
・
○
○
一
一
の
的
の
勺
貝
塚
宮
“
『
竜
一
目
。
．

（
副
）
。
。
『
。
、
○
く
厨
蔑
。
三
②
竜
］
・
＄
Ｓ
》
逐
日
二
○
ｐ
ｍ
－
ｍ
の
８
『
一
旦
シ
『
。
ご
く
の
．
８
．
３
一
・
［
ｚ
⑪
シ
］
］
ロ
○
一
ｓ
○

一
の
、
の
Ｆ
『
京
三
口
ｑ
］
ロ
ロ
ロ
・

（
釦
）
。
←
シ
ロ
己
○
旨
一
日
⑮
ロ
一
君

罠
一
四
口
。
。

（
別
）
〔
『
○
口
】
『
○
戸
『
○
８
ｍ
の
。
⑫
国
［
の
。
シ
つ
『
一
巨
唖
・
一
息
Ｐ
Ｃ
の
。
［
３
－
句
。
『
の
伺
口
祠
○
一
】
○
冤
国
一
の
⑪
。
］
②
ヨ
ー
ー
＠
＄
。
ご
】
。
．

（
泌
）
・
Ｎ
Ｓ
Ｓ
Ｍ
五
＄
］
、
。
。
』
』
・
』
⑩
＄
・
Ｚ
②
二
○
．
牌
一
の
の
２
．
弓
し
『
◎
宣
く
の
．
８
．
３
（
・
［
Ｚ
の
シ
］
］
ロ
Ｃ
』
Ｃ
←
」

（
邪
）
賃
Ｎ
Ｓ
Ｓ
Ｍ
近
如
］
８
２
〕
勺
○
一
『
Ｑ
、
、
シ
ロ
ュ
ー
屋
．
］
＠
ｓ
・
潔
口
［
一
○
目
」
の
Ｃ
８
則
ヨ
シ
『
Ｃ
三
ぐ
の
．
＆
蔵
・
〔
ｚ
の
』
］
］
ｐ
Ｓ
ｇ
」

（
幻
）
・
・
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ｍ
一
三
ｍ
勺
（
》
一
一
Ｇ
８
三
四
ａ
］
：
ロ
ロ
．
．
．
ｇ
ど
易
．
ご
ｇ
・
Ｚ
ｍ
は
ｏ
Ｂ
－
ｍ
Ｃ
ｏ
月
一
ミ
シ
「
Ｃ
三
ぐ
Ｐ
ご
苞
・
［
Ｚ
の
シ
］
］
ご
Ｓ
ｓ
』

（
邪
）
楠
川
面
『
楠
田
武
日
記
」
（
中
央
公
鎬
新
社
、
二
○
○
一
年
）
三
一
一
一
四
頁
。
五
月
一
四
日
の
項
。

（
”
）
〔
「
○
ョ
、
『
。
汚
『
ｏ
８
ｍ
の
、
の
臼
［
⑪
シ
ロ
ュ
一
息
・
］
＠
ｓ
・
Ｚ
⑭
○
コ
」
の
⑫
．
璃
伽
日
の
国
一
の
⑫
．
⑫
。
の
己
の
『
・
幻
・
Ｐ
・
Ｚ
宮
。
□
で
『
の
⑪
一
。
の
。
［
一
四
一
菖
口
（
角
旨
一
い
い
【
口
煉
ヱ
シ
．
、
○
一
，

沖
繩
返
遮
と
地
域
的
役
割
分
担
論
（
二
）
（
河
野
）

四
＝ 
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